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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法であって、前記方法は、
　第１位置において、非接触センサーを用いて顧客の頭部を走査することにより、頭部デ
ータを得ることであって、前記頭部データは、前記顧客の頭部の長さ、幅、及び少なくと
も１つの輪郭を含む、ことと、
　コンピュータを用いて、コンピュータ処理した三次元（３Ｄ）頭部模型を生成すること
であって、前記三次元（３Ｄ）頭部模型は、前記走査された頭部データからの前記顧客の
頭部の長さ、幅、及び輪郭と適合する外側表面を有する、ことと、
　前記コンピュータを用いて、三次元（３Ｄ）ヘルメット安全基準を提供することであっ
て、前記三次元（３Ｄ）ヘルメット安全基準は、前記カスタムフィットヘルメットを作製
する方法において最小厚さの保護用基部材料が使用されることを確実にする三次元（３Ｄ
）既定表面を含む、ことと、
　前記コンピュータを用いて、前記三次元（３Ｄ）頭部模型の前記外側表面を前記三次元
（３Ｄ）既定表面と比較することにより、前記三次元（３Ｄ）頭部模型の前記外側表面が
前記三次元（３Ｄ）既定表面を通じて延びているかを評価することと、
　前記三次元（３Ｄ）頭部模型の前記外側表面が前記三次元（３Ｄ）既定表面を通じて延
びていないときに、前記第１位置とは異なる第２位置において、カスタムフィットヘルメ
ットを形成することであって、前記カスタムフィットヘルメットは、前記三次元（３Ｄ）
頭部模型の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と適合するトポグラフィーを有するカス
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タム内側表面を含む前記保護用基部材料を含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記カスタムフィットヘルメットが着用されるときに、前記保護用基部材料は、顧客の
頭部と、前記カスタムフィットヘルメットの外殻との間に位置付けられる、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記コンピュータは、前記保護用基部材料の前記カスタム内側表面と前記カスタムフィ
ットヘルメットの外殻との間に前記三次元（３Ｄ）既定表面を位置付ける、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記顧客の頭部上に配置された変形可能な境界部材の画像を前記非接触センサーを使用
して得ることにより、前記顧客の頭部の頭部データを得ることを更に含み、前記変形可能
な境界部材の厚さは、前記カスタムフィットヘルメット内に配置される前記保護用基部材
料の厚さと近似している、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　光学センサー、カメラ、又はレーザーを使用することにより前記画像を得ることを更に
含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　測定点を含む前記変形可能な境界部材の画像を得ることを更に含む、請求項４～５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　既知の大きさのマーカーを含む画像を得ることを更に含む、請求項４～６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも前記顧客の最新の頭部長さ及び最新の頭部幅を測定することによって、少な
くとも６ヶ月後に顧客の頭部データを更新することを更に含む、請求項１～７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記顧客の頭部の写真画像を捕捉することによって前記第１位置において前記頭部デー
タを得ることであって、前記第１位置は顧客の家である、ことと、
　前記顧客の頭部の前記捕捉された写真画像を、前記顧客の家から、前記顧客の家と離れ
た場所に位置する前記コンピュータに送信することと
　を更に含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記三次元（３Ｄ）ヘルメット安全基準は、試験ラインを含む、請求項１～９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記カスタムフィットヘルメットの前記カスタム内側表面の大きさ及び形状とは異なる
大きさ及び形状を含む表面を有する前記保護用基部材料を選択することと、
　コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用して、前記保護用基部材料から延伸ポリ
スチレン（ＥＰＳ）を除去することによって前記カスタムフィットヘルメットの前記カス
タム内側表面を形成することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　加法プロセスによって前記カスタムフィットヘルメットの前記カスタム内側表面を形成
することを更に含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　複数の連続的な部品、又は複数の別個の部品を含むライナーを挿入することによって、
前記カスタムフィットヘルメットの前記カスタム内側表面を形成することを更に含む、請
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求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　実質的に平坦な部品の配列として前記ライナーを形成することと、
　前記コンピュータ処理した頭部模型を反映するように、前記実質的に平坦な部品の配列
の表面を調節することと
　を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記カスタムフィットヘルメットの前記保護用基部材料の前記カスタム内側表面を形成
するために材料が除去される減法プロセスによって前記カスタムフィットヘルメットの前
記カスタム内側表面を形成することを更に含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記カスタムフィットヘルメットを形成することは、前記保護用基部材料の一部を形成
するために顧客頭部データ特定成形型を作製することを含む、請求項１～１０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記顧客の視界（ＦＯＶ）を最適化するために、前記コンピュータ処理した三次元（３
Ｄ）頭部模型を前記三次元（３Ｄ）ヘルメット安全基準内に位置付けることを更に含む、
請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年１月１８日出願の、米国仮特許出願番号第６１／７５４，４６９
号、表題「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｃｕｓｔｏｍ　ｆｏｒｍｉｎ
ｇ　ｓｐｏｒｔｓ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ａ　ｕｓｅｒ’ｓ　ｂｏｄｙ　ｐａｒ
ｔ」の利益を請求し、この開示は、本明細書において参照として組み込まれる。本出願は
また、２０１３年４月１６日出願の、米国仮特許出願番号第６１／８１２，６６６号、表
題「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　ａ
　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｈｅｌｍｅｔ　ｆｏｒ　ａ　Ｕｓｅｒ’ｓ　Ｈｅａｄ」の利益
を請求し、この開示は、本明細書において参照として組み込まれる。本出願はまた、２０
１３年９月９日出願の、米国仮特許出願番号第６１／８７５，６０３号、表題「Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ　
Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　ｗｉｔｈｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ｗｉｔｈ　
Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｈｅａｄｆｏｒｍｓ」の利益を請求し、この開示は、
本明細書において参照として組み込まれる。本出願はまた、２０１３年９月２６日出願の
、米国仮特許出願番号第６１／８８３，０８７号、表題「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　ａ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｈｅｌｍ
ｅｔ　ｆｏｒ　ａ　Ｗｅａｒｅｒ’ｓ　Ｈｅａｄ」の利益を請求し、この開示は、本明細
書において参照として組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、サイクリスト、フットボール選手、ホッケー選手、又はモータースポーツ参
加者のためのヘルメットなど、顧客の頭部用の保護用ヘルメットをカスタム形成するため
のシステム及び方法に関する。特に、システム及び方法は、顧客又は潜在顧客からのデー
タを捕捉し、捕捉されたデータを受信し、三次元分析のためにデータを整理するための装
置及び方法を含む。
【背景技術】
【０００３】
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　多くのスポーツにおけるヘルメットを着用した運動選手にとって、保護用ヘルメットの
安全性の側面に加え、更に考慮すべき事項として、ヘルメットのフィット、及びヘルメッ
トの通気が挙げられる。フィット快適性及び通気の改善により、運動選手の気が散りにく
くなり、よってパフォーマンスが向上する。本明細書において開示される方法及びシステ
ムの結果は主に安全性に関与するが、安全性に加えて、特定の顧客、及び顧客の頭部模型
において安全性を損なうことなく、フィット、通気、及び快適性の改善もまた達成するこ
とができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来的なヘルメット形成技術は、人の頭部は同様であり、適切なヘルメットを選択する
にあたって頭囲が最も重要な因子であるという想定に基づき安全ヘルメットを設計してき
た。顧客の頭部と、ヘルメットの内面との間に異なる厚さの詰め物を加えることによって
、標準的なヘルメットの調節が行われる。しかしながら、これらの想定は、適切にフィッ
トせず、顧客の頭部で滑るか、スポーツでの活動中に顧客の身体が振動する際に顧客の頭
部で揺れるか、又は詰め物が適切にフィットしなくてヘルメットが適所に維持されるよう
に、若しくは顧客の頭部が大きすぎて頭部とヘルメット保護材料との間に詰め物が入らな
い場合に、顧客の頭部及び顔面に圧力点を形成するような、ヘルメットをもたらした。Ｇ
ｉｒｏ及びＢｅｌｌにより１９９０年台に開発された顧客の頭部に適合するシステムは、
顧客の頭部においてヘルメットを安定化させるために多大な貢献をした。しかしながら、
当時開発されたフィットシステムは、より快適なフィットのために標準的なヘルメットを
顧客の頭部に適合させるために、顧客が必要とする追加的な詰め物への依存を完全に排除
していない。
【０００５】
　人体の一部のための走査システムは既知であるが、これらは多くの、顕著な制限及び欠
点を有する。例えば、走査機器は高価であり、かさばり、スキャナ及び対象が同時に同じ
場所に存在する必要がある。この要件により、走査機器は非常に高価であり、輸送が難し
く、これを使用するために訓練された人員を必要とするため、一般の人々による容易かつ
費用効果の高いアクセスが制限される。更に、一部の頭部模型走査技術は、頭部の湿度、
及び毛髪のかさにより、読み取り値の誤差を生じやすい。従来的なヘルメット形成技術は
、カスタム頭部模型ヘルメットを形成するに当たり、これらが高価であり成形型が高価で
あるために実践的ではない。高価な走査及び製造機器を必要とせずに顧客のカスタムフィ
ットヘルメットを形成し、このカスタムフィットヘルメットを素早く、かつ各ヘルメット
のために別個のカスタム成形型を必要とせずに、形成することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　カスタムフィットヘルメット及びその作製方法に対する必要性が存在する。したがって
、一態様において、カスタムフィットヘルメットを作製する方法は以下を含み得る；第１
位置において長さ、幅、及び少なくとも１つの頭部輪郭を含む、顧客頭部の頭部データを
得る工程。少なくとも１つのプロセッサにより、頭部データからの顧客の頭部長さ、幅、
及び頭部輪郭と適合するコンピュータ処理した三次元（３Ｄ）頭部模型を生成する工程。
３Ｄ頭部模型をヘルメット安全基準と比較する工程。第１位置とは異なる第２位置におい
て、３Ｄ頭部模型に基づいてカスタムフィットヘルメットを形成する工程であって、カス
タムフィットヘルメットは安全基準を満たし、顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つ
の輪郭と適合するトポグラフィーを含む内側表面を含む、工程。
【０００７】
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法は更に、顧客の頭部上に配置された変形可
能な境界部材の画像を得ることにより、顧客頭部の頭部データを得る工程であって、変形
可能な境界部材の厚さは、カスタムフィットヘルメット内に配置される詰め物層の厚さと
近似している、工程。画像の取得は、光学センサー、カメラ、又はレーザーを使用して達
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成することができる。測定点を含み得る、変形可能な境界部材の画像を得る工程。既知の
大きさのマーカーを含み得る画像を得る工程。頭部データの取得は、顧客頭部に隣接する
ように位置付けられた非接触センサーを使用して頭部データを収集する工程を含み得る。
顧客頭部のデータの更新は、少なくとも顧客の最新の頭部長さ及び最新の頭部幅を測定す
ることによって、少なくとも６ヶ月後に行われ得る。顧客頭部の写真画像を捕捉すること
により、第１位置において頭部データを取得する工程は、第１位置が顧客の家であること
と、顧客頭部の捕捉された写真画像を、顧客の家から、顧客の家と離れた場所に位置する
少なくとも１つのプロセッサへと送信することとを含む。顧客頭部の写真画像を捕捉する
ことにより、第１位置において頭部データを取得する工程であって、第１位置が店であり
、顧客頭部の捕捉された写真画像が、店から、店と離れた場所に位置する少なくとも１つ
のプロセッサへと送信される。カスタムフィットヘルメットの内側表面は、顧客頭部の長
さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と比例する表面トポグラフィーを含むものとして形成
され得る。グラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ頭部模型が頭部データから生成
され、ヘルメット安全基準がグラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準として提供され
、グラフィックによる３Ｄ頭部模型をグラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準内に位
置付けることによって、３Ｄ頭部模型がヘルメット安全基準と比較されて、カスタムフィ
ットヘルメットの内側表面の大きさ及び形状が決定される。既定表面を含むヘルメット安
全基準が提供され得る。試験ラインを含むヘルメット安全基準が提供され得る。ヘルメッ
ト基部ユニットは、カスタムフィットヘルメットの内側表面の大きさ及び形状とは異なる
大きさ及び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットが選択され得、カスタムフィッ
トヘルメットの内側表面は、コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用してヘルメッ
ト基部ユニットから延伸ポリスチレン（ＥＰＳ）を除去することにより、形成され得る。
カスタムフィットヘルメットの内側表面は、加法プロセスによって形成され得る。カスタ
ムフィットヘルメットの内側表面の形成は、複数の連続的な部品、又は複数の別個の部品
を含むライナーをヘルメット基部ユニット内に挿入することによって達成され得る。部品
の実質的に平坦な配列としてライナーが形成されてもよく、部品の実質的に平坦な配列の
表面は、コンピュータ処理した頭部模型を反映するように調節され得る。
【０００８】
　別の態様において、カスタムフィットヘルメットを作製する方法は、顧客頭部の頭部デ
ータを取得する工程と、頭部データをヘルメット安全基準と比較する工程と、安全基準を
満たすカスタムフィットヘルメットを形成する工程とを含み、顧客頭部の頭部データと適
合するトポグラフィーを含む内側表面を含む。
【０００９】
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法は以下を更に含み得る；顧客の頭部長さ、
幅、及び少なくとも１つの頭部輪郭に関する頭部データを得る工程。グラフィックにより
コンピュータ処理した３Ｄ頭部模型が頭部データから生成され、ヘルメット安全基準がグ
ラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準として提供され、グラフィックによる３Ｄ頭部
模型をヘルメット安全基準内に位置付けることによって、３Ｄ頭部模型がヘルメット安全
基準と比較されて、カスタムフィットヘルメットの内側表面の大きさ及び形状が決定され
る。ヘルメット安全基準は、既定表面を含む３Ｄヘルメット安全基準であり得る。グラフ
ィックによる３Ｄヘルメット安全基準は試験ラインを含み得る。ヘルメット基部ユニット
は、カスタムフィットヘルメットの内側表面の大きさ及び形状とは異なる大きさ及び形状
を含む表面を含むヘルメット基部ユニットが選択され得、カスタムフィットヘルメットの
内側表面は、ＣＮＣマシンを使用してヘルメット基部ユニットからＥＰＳを除去すること
により、形成され得る。第１保護材料及び第１保護材料に隣接するように配置された第２
保護材料を含む、ヘルメット基部ユニットが形成され得、第２保護材料は、第１保護材料
よりも容易に除去され、カスタムフィットヘルメットは、第２保護材料の一部を除去する
ことにより形成され得る。形成中にカスタムフィットヘルメットを安定化させるために治
具と接続するように構成されたポストを含む、カスタムフィットヘルメットが形成され得
る。カスタムフィットヘルメットの内側表面は、加法プロセスによって形成され得る。カ
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スタムフィットヘルメットの内側表面は、カスタムフィットライナーを一般的なヘルメッ
ト内に挿入することによって形成され得る。顧客頭部の頭部データは、顧客頭部上に配置
された変形可能な境界部材の画像を得ることによって得られ、変形可能な境界層の厚さは
、カスタムフィットヘルメット内の詰め物層の厚さに対応する。
【００１０】
　別の態様において、カスタムフィットヘルメットを作製する方法は、家又は店において
、顧客頭部の頭部データを取得する工程と、家又は小売店から離れた場所において、顧客
頭部の頭部データと適合するトポグラフィーを含む内側表面を含むカスタムフィットヘル
メットを形成する工程とを含み得る。
【００１１】
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法は更に、顧客の頭部上に配置された変形可
能な境界部材の画像を得ることにより、顧客頭部の頭部データを得る工程であって、画像
は既知の大きさのマーカーを含む、工程。グラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ
頭部模型が頭部データから生成され、ヘルメット安全基準がグラフィックによる３Ｄヘル
メット安全基準として提供され、グラフィックによる３Ｄ頭部模型をグラフィックによる
３Ｄヘルメット安全基準内に位置付けることによって、３Ｄ頭部模型がグラフィックによ
る３Ｄヘルメット安全基準と比較されて、カスタムフィットヘルメットの内側表面の大き
さ及び形状が決定される。グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準は既定の表面を含
み得る。グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準は更に試験ラインを含み得る。頭部
データは、二次元（２Ｄ）測定に基づき、顧客頭部の長さ及び幅を得ることによって得ら
れる。ヘルメット基部ユニットは、カスタムフィットヘルメットの内側表面の大きさ及び
形状とは異なる大きさ及び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットが選択され得、
カスタムフィットヘルメットの内側表面は、ＣＮＣマシンを使用してヘルメット基部ユニ
ットからＥＰＳを除去することにより、形成され得る。顧客の視界（ＦＯＶ）を最適化す
るため、グラフィックによる３Ｄ頭部模型は、グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基
準内に位置付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】機械的測定ツールを示す。
【図２Ａ】変形可能な境界部材を着用する顧客の実施形態を示す。
【図２Ｂ】変形可能な境界部材を着用する顧客の実施形態を示す。
【図２Ｃ】変形可能な境界部材を着用する顧客の実施形態を示す。
【図３Ａ】変形可能な境界部材を着用する顧客の別の実施形態を示す。
【図３Ｂ】変形可能な境界部材を着用する顧客の別の実施形態を示す。
【図４Ａ】モデリングソフトウェアにより生成される３Ｄ頭部模型を示す。
【図４Ｂ】モデリングソフトウェアにより生成される３Ｄ頭部模型を示す。
【図４Ｃ】モデリングソフトウェアにより生成される３Ｄ頭部模型を示す。
【図５Ａ】カスタムフィットヘルメットを形成するために、ヘルメット安全基準と比較し
た頭部データを示す。
【図５Ｂ】カスタムフィットヘルメットを形成するために、ヘルメット安全基準と比較し
た頭部データを示す。
【図５Ｃ】カスタムフィットヘルメットを形成するために、ヘルメット安全基準と比較し
た頭部データを示す。
【図６Ａ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図６Ｂ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図６Ｃ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図６Ｄ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
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イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図６Ｆ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図６Ｆ】図６Ａ～６Ｆは、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ラ
イン、又は試験平面７３を形成する方法を示す。
【図７Ａ】顧客の頭部と適合するトポグラフィーを含む、最終的な内面を含むカスタムフ
ィットヘルメットの形成を示す。
【図７Ｂ】顧客の頭部と適合するトポグラフィーを含む、最終的な内面を含むカスタムフ
ィットヘルメットの形成を示す。
【図７Ｃ】顧客の頭部と適合するトポグラフィーを含む、最終的な内面を含むカスタムフ
ィットヘルメットの形成を示す。
【図７Ｄ】顧客の頭部と適合するトポグラフィーを含む、最終的な内面を含むカスタムフ
ィットヘルメットの形成を示す。
【図８Ａ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【図８Ｂ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【図９Ａ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【図９Ｂ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【図１０Ａ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【図１０Ｂ】カスタムフィットヘルメットの別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示は、その態様及び実現例は、本明細書において開示される特定のヘルメット若し
くは材料種類、又はシステム構成要素例、又は方法に限定されない。ヘルメット製造と適
合する、当該技術分野において既知の、多くの追加的な構成要素、製造、及びアセンブリ
手順は、本開示の特定の実現例と共に使用することが想到される。したがって、例えば、
特定の実現例が開示されるが、このような実現例及び実施構成要素は、意図される動作と
適合する、このようなシステム及び実施構成要素のための、当該技術分野において既知の
いずれかの構成要素、モデル、タイプ、材料、バージョン、数量などを含むことができる
。
【００１４】
　用語「代表的な」「実施例」、又はこれらの様々な変形は、実施例、例、又は例示とし
て機能することを意味している。本明細書において「代表的」又は「実施例」として記載
される態様又は設計は、他の態様又は設計よりも好ましいか、又は有利であるものと解釈
される必要はかならずしもない。更に、実施例は、明瞭性及び理解の目的のためだけに提
示されるのであって、開示される主題、又は本開示の関連部分を制限又は制約することを
意図するものでは決してない。範囲の異なる多数の追加的な又は代替的な実施例を提示す
ることもできるが、簡潔性の目的のために省略されていることが理解される。
【００１５】
　本開示は、多くの異なる形態の多数の実施形態を含むが、特定の実施形態が詳細に、図
面に示され本明細書に記載され、本開示は、開示される方法及びシステムの原理の具体例
としてみなされるべきであり、本開示の概念の広範な態様を、例示される実施形態に限定
することは意図されないものと理解される。
【００１６】
　本開示は、サイクリスト、フットボール選手、ホッケー選手、野球選手、ラクロス選手
、ポロ選手、騎手、ロッククライマー、オートレーサー、オートバイのライダー、モトク
ロスレーサー、スキーヤー、スケーター、アイススケーター、スノーボーダー、スノース
キーヤー、及びその他の雪若しくは水上競技、スカイダイバー、又は他のいずれかのスポ
ーツ選手、あるいは兵士、パイロット、又は他の保護用ヘッドギアを必要とする軍関係者
を含む人のためのヘルメットなど、顧客の頭部用の保護用ヘルメットをカスタム形成する
ためのシステム及び方法を提示する。これらの各スポーツは、典型的に（常にではないが
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）、装飾的なカバーにより外側を被覆された単一又は多数の衝突評価保護材料（impact　
rated　protective　material　base）のいずれかを含み、内側の少なくとも一部に通常
は詰め物の形態で快適性材料を含む、ヘルメットを使用する。ボクシングのスパーリング
、レスリング、及び水球などの他のスポーツも、ソフトヘルメットタイプを使用する。ソ
フトヘルメットタイプはまた、カスタムフィットソフトヘルメットを通じ、開示される方
法及びシステムの特定の態様の利益を得ることができる。工事、兵士、消防士、パイロッ
ト、又は安全ヘルメットを必要とする他の作業者など、他の業界でも保護用ヘッドウェア
が使用され、同様の技術及び方法が適用され得る。本明細書において記載される方法、シ
ステム、及び装置は、特に、頭部及びカスタムフィットヘルメットに関して説明され、同
じ又は同様の方法、システム、及び装置が、他の身体部分、及び対応するギア又は衣服に
適用可能である。
【００１７】
　人の頭部はそれぞれ非常に異なる。２人の人が同じ頭囲を有していても、異なる相対長
さ及び幅を有することがあり、当然異なる頭部のトポグラフィーを有し得る。従来的なヘ
ルメットの寸法、スモール、ミディアム、ラージ、エクストララージなどは一般的に頭囲
に基づく。顧客の頭囲が特定の頭囲であるとして、顧客は特定の一般的なヘルメットサイ
ズを試し、これが顧客の頭部が「通常」よりも長いか、又は広く、一般的なヘルメットの
大きさと異なるためにフィットしないことがあり、顧客は次のより大きい一般的なヘルメ
ットサイズを着用しようとすることがある。しかしながら、顧客の頭部は、第１の又は一
般的な小さい幅と実質的に等しい幅を有する頭部模型を有し、一方で顧客の頭部が更に、
第２の又は一般的に中間的な長さと実質的に等しい長さを含む場合がある。このような状
況において、顧客に中間的な大きさのヘルメットを被らせた結果、本来可能であるほどヘ
ルメットがフィットしないこととなるがこれは、このときヘルメットの幅が大きすぎ、更
なる詰め物を充填しなければならないためである。多くの異なる頭部の形状、及びこれら
の各頭部の形状へのヘルメットのフィットを研究することにより、快適なフィットを判定
し、顧客頭部のトポグラフィーと、ヘルメットのトポグラフィーとの間の良好な適合をも
たらすにあり、頭部長さ及び幅が頭部における最も大事な測定値であることが見出された
。また、顧客頭部の長さ及び幅を、顧客のヘルメットの長さ及び幅に適合させることが、
顧客の頭囲を、顧客のヘルメットの周囲部に適合させることよりも大事であることが見出
された。加えて、顧客頭部のトポグラフィーを、顧客のヘルメットのトポグラフィーへと
適合させることはまた、快適性及び安全性のための良好なフィットを決定する上で重要な
役割を果たす。より多くの頭部の形状及びトポグラフィーに関する更なるデータが、継続
的に収集及び研究されているため、頭部の形状の更なる分類が見出されて、本明細書にお
いて記載されるプロセスを更に精緻化させる可能性がある。
【００１８】
　したがって本開示は、顧客の特定の頭部寸法及びトポグラフィーを、この顧客に特に向
けて形成されたヘルメットに適合させる、顧客特定のカスタムフィットヘルメットを作製
するためのシステムに関する。システムは、顧客頭部のデータを受信し、その後顧客の頭
部データに対して固有の、カスタムフィットヘルメットを製造する、コンピュータインタ
ーフェース又は他の方法を通じて実施され得る。要約すると、特定の非限定的な実施形態
は、捕捉された顧客の頭部データを受信し、安全性若しくは既定の厚さ又は他の基準との
比較のために受信したデータを分析し、ヘルメットの内面の少なくとも一部に関し許容可
能な３Ｄモデルを生成し、受信した顧客データ特定のカスタムヘルメットを形成すること
を含む。
【００１９】
　保護用ヘルメットの顧客の頭部データは、様々なレベルの詳細度及び方法で収集され得
る。開示されるシステム及び方法の特定の実施形態は、より多くのデータが受信されるこ
とにより改善され、より有用となるが、システム及び方法は、各場合において最高水準の
詳細を捕捉することに限定されない。例えば、顧客頭部の完全な３Ｄモデル及びトポグラ
フィーレイアウトの捕捉は、例えば、非接触、又は光学センサー、例えば、レーザー、光
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学マイクロメーター、光学カメラ、又はビデオレコーダーを使用して達成することができ
るが、多くの場合において、システム及び方法の実施形態を通じて顧客用のカスタムヘル
メットを形成するために、顧客の頭部長さ及び頭部幅の測定値のみを使用することができ
る。特定のより完全なレベルのデータ捕捉が本明細書において記載されるが、基準データ
のいずれかの欠けたデータを代替することにより、又は他の同様の頭部模型と比較し、許
容可能な誤差で他の顧客のデータからの最もその顧客の頭部トポグラフィーに近いものへ
とカスタマイズすることにより、あらゆるレベルのデータ捕捉詳細度で、実施形態のいず
れかが実施され得ることが意図される。
【００２０】
　顧客の頭部データは、存在する顧客から、機械的測定ツール、例えば、定規、巻き尺、
若しくはキャリパーにより、又は光学ツール、例えば、２Ｄ画像、若しくはデータを抽出
するためにフレームにより後に分割できる一連の画像又は動画により、顧客頭部の物理的
キャスティングにより、レーザーマイクロメータにより、タッチプローブにより、顧客の
頭部、若しくは顧客頭部の一部の磁気共鳴画像化、ＣＴスキャン、無線周波スキャン、マ
イクロメータースキャン、及び顧客頭部の外側表面に関する測定値データを収集するため
の他のいずれかの既知の方法により、捕捉することができる。当業者は、選択される特定
のデータ収集方法からデータを使用可能な形態へと抽出する方法を容易に理解する。図１
は、定規１２、摺動部材１４、及び顧客の頭部に対して、又は測定される別の身体部位若
しくは物体と接触して配置されるように構成されたパッド１６を含む、代表的な二次元頭
部測定ツール１０を示す。パッド１６が顧客の頭部、又は他の身体部位の反対側に接触す
るか、又は隣接するまで摺動部材１４を調節することにより、正確な２Ｄ距離が得られる
。
【００２１】
　図２Ａ～２Ｃは特に、顧客２０の生物測定データが、カスタムフィットヘルメットのた
めに、変形可能な境界部材２２を着用する顧客から、捕捉及び受信される様子の、特定の
、非限定的な実施例を示す。変形可能境界部材２２は、顧客２０の少なくとも一部に適合
及び一致するように設計された、薄く、弾力的な半径方向に伸張可能な材料から作製する
ことができる、可撓性スリーブ又はチューブを含む。変形可能な境界部材２２は、使用中
の通気を可能にする、通気可能に構成された、緩く編んだ繊維を含み得る。変形可能な境
界部材２２に通気性構成を付与することにより、変形可能境界部材が顧客頭部３０の顔の
上に配置される際に、特定の利益をもたらし得る。変形可能な境界部材２２は、繊維若し
くは緩く編んだ繊維から、又はＮＹＬＯＮ、ＬＹＣＲＡ、ＳＰＡＮＤＥＸ、ＢＩＯＳＫＩ
Ｎ、ＥｐＸ、又は他の好適な市販の材料を含む、多くの伸張可能な又は弾性の材料のいず
れかであり得る材料から形成され得る。
【００２２】
　図２Ａは、顧客頭部３０の一部の上に配置される、緊密にフィットするキャップ、又は
ヘッドピース２６として構成される、変形可能境界部材２２を着用した顧客２０を示す。
キャップ２６は、顧客２０の顔面を含む、顧客頭部３０の全体を被覆することなく、顧客
の頭頂部、及び顧客頭部３０の頂部上を覆うように配置され得る。キャップ２６により被
覆される顧客頭部３０の部分が、顧客のカスタムフィットヘルメットにより被覆される、
顧客頭部３０の一部と対応し得る。いくつかの場合において、変形可能境界部材２２によ
り被覆される顧客頭部３０の部分の大きさは、顧客のカスタムフィットヘルメットにより
被覆される顧客頭部３０の部分の大きさと等しいか、又はそれ以上である。
【００２３】
　殆どの頭部の測定において、変形可能な境界部材２２を着用することにより、顧客の毛
髪３２の少なくとも一部が、顧客頭部３０に対して平坦に押し付けられ得る。殆どの顧客
が一定の毛髪を有し、最低でも変形可能な境界部材２２はある厚さを有するため、キャッ
プ２６などの変形可能な境界部材２２が顧客頭部３０に緊密にフィットするように設計さ
れる場合であっても、顧客頭部３０の表面（例えば、頭皮）と、変形可能な境界部材２２
の外側表面３４との間に空隙又はオフセットが存在する。全てではなくても、殆どの場合
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において、顧客頭部３０の表面と、変形可能な境界部材２２の外側表面３４との間の空隙
の誤差は、顧客のヘルメットの形成のプロセスに影響を与えないほどに小さい。より具体
的に、変形可能な境界材料の下の顧客の毛髪３２の厚さは、多くの場合、顧客頭部３０と
、顧客のカスタマイズしたヘルメットの内面との間に収容される顧客の毛髪３２の厚さと
ほぼ等しい。あるいは、顧客頭部３０の実際の測定値とのより正確な近似値を求めるため
に、変形可能な境界部材２２の既知の、若しくはおよその厚さ、顧客の毛髪３２の厚さ、
又は両方が、変形可能な境界材料２２の外側表面の測定値から減じられてもよい。
【００２４】
　一実施形態において、変形可能な境界材料２２の厚さは、その後追加される快適性のた
めの詰め物と同等であるように選択され得る。したがって、変形可能な境界材料２２は、
高価な測定後の、又は処理後のコンピュータ支援設計（ＣＡＤ）作業を行うことを必要と
せずに、境界層８４の詰め物など、後に含められる快適性のための詰め物のための、所望
のオフセットをもたらし得る。詰め物８４の表面８５の良好かつ可視の近似値を直接測定
することにより、カスタムフィットヘルメット８１のカスタム内側表面を生成するために
必要な高価なＣＡＤ作業の量が低減し、これによりカスタムフィットヘルメット８１をモ
デル化及び生成するための、合理化された費用効果の高いプロセスがもたらされる。した
がって、顧客の毛髪３２を含む顧客頭部３０の頭皮と、変形可能な境界部材２２の厚さと
の間のいずれかの空隙は、モデル化プロセスの適用及び設計によって、様々な方法で説明
され得る。説明の都合上、本開示は場合により、近似値ではなく、顧客頭部３０の表面に
対する顧客の頭部データとして、変形可能な境界材料２２の外側表面から回収した頭部デ
ータを参照する。しかしながら、顧客頭部３０の測定値はまた、詰め物８４のためのオフ
セットを含み得る。
【００２５】
　特定の一実施形態において、顧客頭部３０の初期測定のために使用されるキャップ２６
は、およそ１．５ｍｍの厚さを含む（特定の実施形態においてネオプレンから作製される
）。トラックレーサーなどの一定の着用者にとって、頭部においてより緩いフィットに慣
れている、一般道で車に乗るものなど、他の着用者よりも緊密なフィットがより望ましい
ことが見出された。特に、以下に記載される特定の実施形態において、３Ｄ頭部模型６６
の表面は、基部ユニットの内側表面のカスタマイズプロセスのための切断表面として使用
される。他の実施形態において、切断表面が画定され、切断が行われる前に、着用者の頭
部と切断表面との間に、仮想的に層を追加するために追加的な計算が行われた。着用者の
頭部と、最終的なカスタムヘルメットの内側表面との間の特定のオフセットを可能にする
ように選択される、既定の厚さを含むキャップを着用者に着用させることにより、追加的
な計算は不必要となる。これは処理時間を低減させ、切断表面の計算を大幅に簡略化する
。
【００２６】
　１つの特定の実施形態において、着用者の好み、及び形成されるヘルメットの最終的な
目的によって、３つの異なるキャップ厚さが着用者の選択肢として使用される。特定の一
実施形態において、第１キャップ厚さは１．５ｍｍであり、第２キャップ厚さは３．０ｍ
ｍであり、第３キャップ厚さは４．５ｍｍである。これらの例は非限定的であり、ユーザ
ーの好みは様々であり、ヘルメットの用途は様々であるため、様々な実施形態において使
用するため、あらゆる範囲のキャップ厚さ及びあらゆる数のキャップが想到される。別の
特定の実施形態において、別個のキャップを使用する代わりに、又はこれに加えて、着用
者は、より厚いオフセットを得るために多数のキャップを同時に適用してもよい。例えば
、着用者は、４．５ｍｍのキャップ厚さを得るために、３つの１．５ｍｍキャップを適用
してもよい。したがって、着用者は、最終的にヘルメットがどの程度緊密にフィットして
欲しいかについての好みを示すことができ、特定の厚さのキャップ、又は同じ若しくは異
なる厚さの多数のキャップをデータ捕捉中に単純に適用することによって、追加的な複雑
な計算を必要とすることなく、システムが頭部模型との比較において最終的な切断線ヘル
メットモデルを自動的に調節することができる。
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【００２７】
　他の特定の実施形態において、キャップ厚さはまた、システムが着用者の測定された頭
部データから３Ｄオフセットを更に計算することを必要とせずに、詰め物のオフセット、
又は快適性オフセットと組み合わせた詰め物のオフセットを自動的に形成するために選択
されてもよい。キャップ厚さにオフセットを組み込むことにより、コンピュータ・システ
ムにより通常計算されるはずであるオフセットが、より厚いキャップとして自動的に考慮
される。ネオプレン、若しくはナイロン、又は別の弾性及び可撓性形状フィット材料など
、キャップ材料が着用者の頭部に緊密にフィットするものとすると、この方法は、別個の
切断表面を更に計算することなく、所望のオフセットを形成するために使用され得る。
【００２８】
　図２Ａ～２Ｃに示されるように、キャップ２６は、水平及び垂直線を含む、基準又はグ
リッドパターン２８を含む。しかしながら、基準パターン２８は、垂直線、斜線、交差線
、バー、正方形、円、菱形、網掛け線、若しくはいずれかの幾何学的パターン、有機的パ
ターン、確率的パターン、又は好適な形状、色、パターン、若しくは形態の他のいずれか
の設計を含み得る。図２Ａ～２Ｃに例示されるように、水平線は、既知の距離で離間した
、主要水平基準線３６、及び副次的水平基準線３８として更に構成され得る。例えば、図
２Ａは、一実施形態において、境界部材２２に沿った、異なる大きさの、周囲部周辺に形
成される３本の水平基準線３６を含む、キャップ２６を着用する顧客頭部３０の側面図で
ある。図２Ａは更に、各主要基準線３６の間で、一定距離で離間し得る、既知又は均等な
間隔で離間した、複数の副次的水平基準線３８を示す。一実施形態において、図２Ａに例
示されるように、主要基準線３６の各隣接する対の間に、５本の副次的基準線３８が配置
されるが、任意の数の基準線を使用することができる。加えて、境界部材２２はまた、水
平基準線と直行する、又は垂直な垂直基準線４０を含み得る。図２Ｃには、境界部材２２
が、顧客頭部３０の前部と後部との間で、顧客頭部の長さＬの方向に延びる第１垂直基準
線４０ａを含む、キャップ２６の平面図が示される。同様に、顧客頭部３０の相対する側
部の間で、顧客頭部の幅Ｗの方向に延びる、第２垂直基準線４０ｂを含む、境界部材２２
がまた示され、ここで垂直基準線４０ａは、垂直基準線４０ｂと、垂直な角度で、又は９
０°に近い角度で交差する。したがって、基準線３６、３８、及び４０は、代表的な基準
パターン２８を形成し、これは、顧客頭部３０の形状、輪郭、又はトポグラフィーを示す
ことができ、顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭を含む、顧客頭部のデータ
を回収するのに使用することができる。例えば、垂直線４０ａは、顧客頭部３０の輪郭に
、その長さに沿って、顧客頭部の頂部又は隆起部に沿って、従い、これを表現することが
できる。同様に、垂直基準線４０ｂは、顧客頭部３０の輪郭に、その幅に沿って、顧客頭
部の頂部又は隆起部に沿って、従い、これを表現することができる。加えて、複数の他の
輪郭線はまた、任意の数の異なる基準パターン２０により捕捉することができる。
【００２９】
　図２Ａ及び２Ｂに示されるように、キャップ２６はまた、測定点４２を含み得る。変形
可能な境界部材２２は任意の数の測定点を含む場合があり、一実施形態において、変形可
能な境界部材２２の左側、右側、前部及び後部に位置し、垂直基準線４０ａ及び４０ｂと
一直線上にあるか、重複している、少なくとも４つの測定点４２を含み得る。変形可能な
インターフェース部材２２は更に、変形可能境界部材２２の最上部、又は垂直基準線４０
の交差点に位置し得る、方向付け装置４４を含み得る。方向付け装置４４は、写真などに
より、変形可能な境界部材２２の画像化を促進するのに役立ち、更にその後の画像の編集
、又は同化を促進し、顧客頭部３０の包括的なデータセット、又は頭部模型をもたらすこ
とができ、これは以下により詳細に記載される。方向付け装置４４は、任意の好適な構成
及び材料を使用して寸法及び形状を決定することができる。例えば、方向付け装置４４は
、変形可能な境界部材２２と、顧客頭部３０との間の相対的な向きをもたらすために、い
ずれかの形状に形成された１つ以上のプラスチックチューブとして構成することができる
。
【００３０】
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　したがって、頭部データを得るために特定の方法の非限定的な実施例が、図２Ａ～２Ｃ
を参照して理解することができる。まず、顧客２０は、顧客頭部３０にキャップ２６を着
用する。次に、顧客２０がキャップ２６などの境界部材２２を着用している間に、測定点
４２から、基準測定値の初期セットがとられる。例えば、測定値は、変形可能境界部材２
２の前側、後側、左側、右側、及び上側から、垂直基準線４０ａ及び４０ｂに沿ってとる
ことができる。方法は更に、変形可能な境界部材を測定する際に、変形可能な境界部材２
２と位置合わせされる、方向付け装置４４を含む場合がある。変形可能境界部材２２の測
定は、頭部測定ツール１０、又は他の好適な２Ｄ若しくは３Ｄ測定ツールを使用して、あ
るいは顧客頭部３０に着用される間に、境界部材の複数の写真をとることなどにより、境
界部材で直接行うことができる。測定点４２及び方向付け装置４４を含む、顧客頭部の左
側、右側、後方、及び上面図の写真をとることができる。測定は、写真から、又は顧客頭
部データから構成される３Ｄ頭部模型若しくはモデルからデータを回収することにより、
顧客頭部３０の測定を行うこともできる。キャップ２６は、主要水平基準線３６、副次的
水平基準線３８、水平基準線４０、測定点４２、及び方向付け装置４４を含むため、顧客
頭部３０のトポグラフィーのより完全なモデルを決定するために、画像化中により多くの
データを収集することができる。
【００３１】
　図３Ａ及び図３Ｂは、変形可能な境界層２２を着用する顧客２０のための、消費者頭部
データを得るための方法の別の変化形態を示す。より具体的に、図３Ａは、顧客頭部３０
全体、及び顧客の顔面の上に配置された、緊密な形状適合ヘッドピース又はマスク５０と
して構成される、変形可能な境界部材２２を着用する、顧客２０の前面図を示しており、
これは顧客頭部３０全体の頭部データの取得を促進する。顧客頭部３０全体の頭部データ
の取得は、上記のように、１つ以上の機械的測定ツール、光学ツール、又は両方を使用す
ることにより得ることができる。非限定的な例として、顧客頭部３０の写真を捕捉するこ
とにより、ヘッドピース５０の着用中に、顧客頭部３０の頭部データを得ることができる
。ヘッドピース５０の写真又は画像は、多数の視野から、かつ顧客頭部３０に対する多数
の角度から得ることができる。より多くの写真は、顧客頭部３０のより多くの詳細を捕捉
することができ、これによりカスタムフィットヘルメットのより良好なカスタムフィット
が可能となり得る。一実施形態において、変形可能な境界部材２２を着用する顧客３０の
、５つの画像又は写真がとられ、５つの画像は、前面図、後面図、左側図、右側図、及び
平面図を含む。
【００３２】
　図３Ａに示されるように、顧客頭部３０の幅（Ｗ）は、前額面において、顧客頭部３０
の相対する外側縁部間の距離を測ることによって測定され得る。図３Ｂに示されるように
、顧客頭部３０の長さ（Ｌ）は、前後縦断面において、顧客頭部３０の相対する外側縁部
間の距離を測ることによって測定され得る。したがって、顧客頭部３０の長さＬ及び幅Ｗ
、加えて、顧客頭部３０の一般的形状が、顧客頭部３０の画像化によって得られる。加え
て、顧客頭部３０の輪郭もまた得られる。代表的な輪郭は、図３Ａに見られるように、顧
客頭部３０の周縁部に沿った頂部、若しくは稜線、又は図３Ｂに見られるような、顧客頭
部３０の周縁部に沿った頂部、又は稜線を含む第２輪郭５６を含み得る。顧客２０に対し
て様々な相対角度でとった、画像又は写真の周縁部に沿った、様々な頂部及び稜線に関し
て、複数の他の輪郭がまた得られる。より多くの輪郭は、顧客頭部３０の形状及びトポグ
ラフィーのより多くの詳細をもたらすことができ、これによりカスタムフィットヘルメッ
トのためのより良好なカスタムフィットが可能であり得る。
【００３３】
　図３Ａの前面図、及び図３Ｂの側面図に示されるように、ヘッドピース５０は、図２Ａ
～２Ｃに示される基準パターン２８のような基準又はグリッドパターンを含まない。代わ
りに、マーカー又は基準項目５２は、顧客頭部３０の相対寸法を示し、捕捉された画像又
は走査から寸法のスケーリングを促進するために使用される。したがって、マーカー５２
は、既知の寸法を含み、ヘッドピース５０を着用する顧客が画像化されるか、又は頭部デ
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ータが得られる際に、顧客に隣接するように位置付けられた固定された特徴を含み得る。
マーカー５２はまた、画像化のために顧客２０により保持されるか、又は位置付けられ得
る、可動項目を含む。例えば、図３Ａは、ヘッドピース５０の画像化により得られた、頭
部データの測定又は校正のための、相対距離又はスケールをもたらすために、マーカー５
２としてコインを保持する顧客２０を示す。したがって、第１位置でとった、ヘッドピー
ス５０を着用する顧客２０の写真の中にマーカー５２を含めることによって、頭部３０の
相対寸法は、写真をとったある時点で、第１位置とは異なる、又はここから離れた第２位
置で分析され得る。
【００３４】
　例えば、第１位置は、顧客の家など、家又は住宅地であり得、このとき、顧客頭部デー
タの集合が、例えば、顧客２０の家の利便性により、画像化、測定、又は撮像によって、
得ることができる。加えて、第１位置としてはまた、店、キオスク、トレードショー、又
は顧客頭部３０の画像若しくはデータが捕捉され得る、他のイベント若しくは位置が挙げ
られる。第１位置において頭部データを捕捉するとき、顧客２０又は顧客を補助する別の
個人が、別個の又はスタンドアロンカメラにより１枚以上の写真をとるか又は捕捉するこ
とができる。あるいは、コンピュータ、タブレット、又は手持ち式電子装置と一体化され
たカメラによって１枚以上の写真を捕捉することができる。一体化されたカメラは、適切
な写真画像を取得又は獲得するプロセスについて顧客２０又は他のユーザー若しくは補助
者をガイドする、又は促す、命令又は指示を含む、アプリケーション又はソフトウェアプ
ログラムと、関連付けられるか、又は組み合わされてもよい。対話型アプリケーション及
びソフトウェアはまた、後のヘルメットのカスタマイズのための十分且つ適切なデータを
確保するために、画像の数及び種類を適応可能に調節することができる。例えば、コンピ
ュータプログラムに連結された静止カメラは、１つ以上の一定の時間間隔で一連の写真を
とることができる。対話型プログラムは、顧客に顧客頭部３０を、各画像捕捉のために有
用な位置に位置付けるように促すことができ、これにより顧客は、顧客頭部３０の前部、
側部、及び後部の画像など異なる角度における多数の画像をもたらすために、カメラに対
するその頭部位置を、各時間間隔において変更するよう指示をうける。最終的なカスタム
フィットヘルメットのために必要な、受信されたデータの質、許容度、又はサイジングに
基づき、対話型ソフトウェアは、顧客３０又は補助者に対し、追加的な写真をとるか、又
は低質で焦点がずれた、又は位置がずれた写真をとり直すように促し、カスタムフィット
ヘルメットを作製するために十分かつ適切な頭部データが得られることを確実にすること
ができる。対話型アプリケーションはまた、顧客がカスタムフィットヘルメットの他のカ
スタマイズを選択することを可能にするように構成され得る。
【００３５】
　顧客２０のために得られた頭部データは、単一用途、又はカスタムフィットヘルメット
に制限される必要はない。代わりに、顧客２０のために収集されたデータがデータベース
２４に入力され、後の処理、分析、及び製造のために顧客プロファイルを形成するために
使用されてもよい。特定の年齢を超えると、顧客頭部３０の形状及び寸法は大きく変化し
ないため、顧客プロファイルは、一定期間保存され、将来のカスタムヘルメットの注文に
使用され得る。顧客３０の頭部データの更新は、顧客の年齢、顧客の予測される成長に基
づいて、又は運動が行われる季節及び予定と共に、定期的に、又は一定の間隔で行われ得
る。例えば、顧客の頭部データは、顧客の最新の頭部長さ、最新の頭部幅、又は最新の頭
部輪郭の少なくとも１つ以上を測定することによって、少なくとも毎年、又は少なくとも
６ヶ月ごとに更新され得る。
【００３６】
　したがって、顧客の頭部データは、一度捕捉されると、データの精製の前後において、
第１位置から、第１位置から離れた第２位置へと送信され得る。顧客の頭部データはデー
タベース２４に送信されて、ここにおいて、以下でより詳細に記載されるように、カスタ
ムヘルメットの更なる処理、分析、及び製造のために、頭部データが集中される。データ
は例えば、コンピュータによりインターネット又は他の送信方法を介して入力及び送信す
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る、データ記録をメール送信すること、又は店員、顧客補助者、又は更に顧客が、データ
ベース２４と関連する者に連絡し、データを伝達することが挙げられるがこれらに限定さ
れないいずれかの方法で、データベースに送信され得る。
【００３７】
　図４Ａ～４Ｃは、顧客２０の頭部データを得た後、少なくとも１つのプロセッサ、及び
３Ｄモデル化プログラム６０を使用して、頭部データを用いて、顧客頭部３０の長さ、幅
、及び頭部輪郭と適合する、コンピュータ処理した３Ｄ頭部模型を生成することができる
。コンピュータ処理した３Ｄ頭部模型が生成される前に、顧客の頭部データが更に処理さ
れ、必要であれば、顧客頭部３０に関する特定の測定データに関して分析され得る。顧客
の頭部データが画像として捕捉される実施形態において、市販の画像分析ソフトウェアは
、顧客頭部３０の表面付近で使用するために、概略的な３Ｄ画像、又は少なくとも基準点
の３Ｄ配列を形成するための、３Ｄモデル化プログラムとして使用され得る。図４Ａは、
Ａｕｔｏｄｅｓｋにより製造され、３Ｄモデル化のためのプログラムとして使用され得る
、市販の画像分析ソフトウェア６２，１２３Ｄ　Ｃａｔｃｈを示す。表面データが３Ｄ立
体、３Ｄ表面、ポイントクラウド、データアレイ、多角形メッシュ、又は他のいずれかの
表面モデル近似方法としてモデル化されようとも、データは、本開示の目的のために、顧
客頭部３０の表面に近似するために使用され得る。
【００３８】
　一実施形態において、このような写真など、顧客２０の頭部データは、画像分析ソフト
ウェア６２へと取り込まれてもよく、これにより、顧客の写真が前額面、前後縦断面、及
び横断面などの、対応する基準面上に配置され、測定点４２から、又はマーカー５２から
の測定値などから得られる測定値に基づいて寸法決めされる。３Ｄモデル化プログラム６
０は、顧客頭部３０の表現を生成し、存在する場合、基準パターン２８と一致する３Ｄパ
ターンを含み得る。したがって、３Ｄ線はそれぞれ、主要水平基準線４０ａ、及び副次的
水平基準線４０ｂ、加えて各対応する基準面との垂直基準線４０（存在する場合）と適合
し得る。３Ｄ曲線を使用して、モデル化プログラムは、図４Ｂに示されるような、顧客頭
部３０の３Ｄ頭部模型、又は図形表示６６を形成するために、曲線の全てを接続する表面
を形成する。３Ｄ頭部模型６６は、顧客頭部３０のトポグラフィー、又は長さ、幅、及び
少なくとも１つの輪郭と近く対応する。特に、３Ｄ頭部模型６６は、ヘルメットの内側線
、及び／又は内側詰め物アセンブリの厚さを収容するために、既定量でオフセットされ得
る。
【００３９】
　図４Ｂは、顧客頭部３０の頂部のみを被覆するカスタムフィットヘルメットを形成する
ために、顧客頭部３０の上方部分、又は上部の、３Ｄ頭部模型６６を示す。あるいは、頭
部模型６６は、顔面、顎、及び首を含む、顧客頭部３０全体のものであり、顧客頭部３０
の頂部のみ、又は顔面、顎、及び首を含む顧客頭部３０全体を被覆する、カスタムフィッ
トヘルメットを形成するために使用され得る。
【００４０】
　図４Ｃに示されるように、いずれかのオフセットを含む図形表示６６は、３Ｄツーリン
グモデル７０に取り込まれ得、図形表示６６の点は、ツーリングモデルの対応する点と整
列される。ツーリングモデル７０の頭部模型は、顧客頭部３０の形状を露呈するようにさ
れてもよい。頭部模型は、カスタムフィットヘルメットを形成するのに使用するための、
特定のモデルを形成するために、３Ｄプリンター、又は他の方法などによって形成するこ
とができる。あるいは、ヘルメット基部ユニットは、顧客頭部３０の輪郭と適合するよう
に造形されてもよい。いずれにせよ、結果として、トポグラフィー、又は顧客頭部３０の
長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭へとカスタマイズされたカスタムフィットヘルメッ
トをもたらすために、顧客の３Ｄ頭部模型６６からカスタムフィットヘルメットが形成さ
れる。
【００４１】
　図５Ａ～５Ｃは、３Ｄ頭部模型６６と、ヘルメット安全基準７１との間の比較を示す。
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３Ｄ頭部模型６６は、データベース２４と関連付けられたプロセッサとの関連において保
存される、ヘルメット安全基準７１との、自動化した、又は図形的視覚的比較において使
用され得る。特定の実施形態において、保護用基部材料は、カスタムフィットヘルメット
８１の外側表面８３と、ヘルメットのカスタム内側表面８２との間に配置され得る。保護
用基部材料７２は、ＥＰＳ、延伸ポリプロピレン（ＥＰＰ）、プラスチック、フォーム、
延伸ポリエチレン（ＰＥＴ）、ニトリルビニル（ＶＮ）、ポリウレタン（ＰＵ）、エチレ
ンビニルアセテート（ＥＶＡ）、コーク、ゴム、オルボセイン（orbathane）、ＥＰＰ／
ＥＰＳハイブリッド（ゾルビウム（Zorbium））、ＥＰＬＡ、ブロックフォーム、若しく
は他の好適な材料、又は材料のブレンドした組み合わせ若しくはハイブリッドなど、エネ
ルギー吸収材料、又はエネルギー減衰材料から形成され得る。保護用基部材料７２は、塑
性的又は弾性的変形により、衝撃におけるエネルギーを吸収又は減衰することによって、
顧客２０及び顧客頭部３０を保護することができる。一実施形態において、例えば、ＥＰ
Ｓフォームは、衝撃を受ける際に顧客頭部３０を保護するために、衝撃を受ける際につぶ
れてもよい。保護用基部材料７２は、安全基準７１により要求されるように、保護用基部
材料７２が既定の最小寸法（ＤＭ）に応じることを確実にするように、提供される。最小
寸法ＤＭは、ヘルメットが用いられるスポーツ若しくは活動における特定の安全規則若し
くは基準、ヘルメット製造における特定の製造仕様、若しくは実情、又は理事会若しくは
規制機関により指定され得る。当業者により既知の代表的な規制機関及び基準は、国際標
準化機構（ＩＳＯ）、欧州経済委員会（ＥＣＥ）試験基準（欧州で一般的に適用される）
、アメリカ合衆国運輸省（ＤＯＴ）、及びスネル記念財団（ヘルメット安全基準の研究、
教育、試験、及び開発を行う非営利団体）により設けられる基準を含む。
【００４２】
　図５Ａに示されるように、顧客２０の３Ｄ頭部模型６６は、カスタムフィットヘルメッ
ト８１の好適なサイジング及び寸法を決定するために、最小寸法ＤＭを含め、ヘルメット
安全基準７１と自動的に、又はグラフィックにより比較され得る。３Ｄ頭部模型６６及び
最小寸法ＤＭに基づき、カスタムフィットヘルメット８１は、顧客頭部３０の長さ、幅、
及び少なくとも１つの輪郭に適合するトポグラフィーを含む、カスタム内側表面８２ｂを
含む、カスタムフィットヘルメット８１が形成されてもよい。図５Ｂに示されるように、
カスタムフィットヘルメット８１において測定される実際の寸法（ＤＡ）は、ヘルメット
安全基準７１により必要とされる最小寸法ＤＭよりも大きいか、又はこれを超える。図５
Ｃに示されるように、カスタムフィットヘルメット８１において測定される実際の寸法（
ＤＡ）は、ヘルメット安全基準７１により必要とされる最小寸法ＤＭよりも大きいか、又
はこれに等しい。いくつかの場合において、カスタム内側表面８２ｃの第１部分は、カス
タム内側表面８２ｃと外側表面８３との間の厚さ、又は距離は、ヘルメット安全基準７１
により要求される最小寸法ＤＭと実質的に等しいか、又は近似し得るように形成され得る
。図５Ｃに示されるように、カスタム内側表面８２ｃの部分が、カスタム内側表面８２ｃ
と外側表面８３との間の厚さ又は距離が、最小寸法ＤＭと実質的に等しくなるようにして
、顧客頭部３０の頂部又は頭頂部上に配置される。したがって、カスタム内側表面８２ｃ
の第２部分（例えば、顧客頭部３０の頭頂部の周辺部又は外側周辺に配置されるカスタム
内側表面８２の部分）は、カスタム内側表面８２ｃと外側表面８３との間の厚さ又は距離
が、ヘルメット安全基準７１により必要とされる最小寸法ＤＭよりも大きくなるように形
成され得る。
【００４３】
　図５Ａ～５Ｃと同様の、図６Ａ～６Ｆは、ヘルメット安全基準を満たすために、カスタ
ム形成されたヘルメット８１が、最小厚さよりも大きな保護基部材料７２を含む、ヘルメ
ット安全基準７１と比較される、実施形態を示す。より具体的に、図６Ａ～６Ｆは、カス
タムフィットヘルメット８１を試験するための、試験ライン、又は試験平面７３を形成す
る方法を示す。試験ライン７３は、ヘルメット８１のカスタム形成されたカスタム内側表
面８２ではなく、既定の表面７７から延びてもよい。以下により詳細に記載されるように
、既定の表面７７からの試験ライン７３の形成は、顧客２０の頭部模型６６により図形的
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に、又は分析的に行われ得る。
【００４４】
　図６Ａは、試験頭部模型７４の断面図を示す。試験頭部模型７４は、有形の物理的物体
であるか、又は物理的なヘルメット、若しくはヘルメットのモデルの仮想的な試験を促進
するか、若しくは可能にする分析的、又はコンピュータモデルであり得る。試験頭部模型
７４が仮想的ヘルメット又はモデルである場合、試験頭部模型は、ＣＡＤファイル、又は
他の好適なコンピュータファイル若しくはプログラムを含み得る。試験頭部模型７４は、
物理的であっても又は仮想的であっても、ヘルメット安全基準７１のいずれかの属性又は
要件を有するか、又は対応するように、適切な大きさにされるか、構成されるか、又は作
製され得る。試験頭部模型７４は、ヘルメット７８などの試験ヘルメットを受容するよう
に構成され、ヘルメットが、ヘルメット安全基準７１など、関連する安全基準を満たすか
どうかについて、ヘルメットの試験を促進する。
【００４５】
　図６Ａは更に、ヘルメット安全基準７１がヘルメット又は非カスタムフィットヘルメッ
ト７８の試験において使用され得る方法の例として、試験頭部模型７４上に、又はこれと
関連して形成されるヘルメット試験ライン７３を示す。安全基準７１に基づいて試験され
るヘルメット７８はその後頭部模型７４上に位置付けられてもよく、ヘルメット試験ライ
ン７３はその後、頭部模型から、試験のためにヘルメット７８の外側表面又は外殻へと移
動され得る。試験中、試験ライン７３は、ヘルメット７８が試験中に衝撃に暴露され得る
場所を示すための境界線として使用される。例えば、試験ヘルメット７８は、試験ライン
７３上、又はその上方を中心として衝撃に暴露され得る。ヘルメット７８又はいずれかの
ヘルメットの試験において使用される衝撃はヘルメット上部の試験ライン７３、又はその
上方において使用されるがこれは、ユーザー頭部３０を保護するためにヘルメットの頂部
が通常最も重要であるためであり、ヘルメット７８の試験ライン７３より下の下部への衝
撃は通常、ヘルメットを故障させる。試験ライン７３は、ヘルメット安全基準７１に従う
、いずれかの認可又は承認された形状に形成され得る。非限定的な実施例として、試験ラ
イン７３が、スネル記念財団により認可又は使用される、典型的な試験ラインとして、図
６Ａ～６Ｆに示されている。
【００４６】
　図６Ａに示されるように、試験ライン７３は、試験頭部模型７４からヘルメット７８の
外側表面７９に移動され、これにより試験ライン７３の配置又は位置が、ヘルメット７８
上に形成されるか、これと関連付けられる。ヘルメット７８上の試験ライン７３の位置は
、試験頭部模型７４とヘルメット７８との間のフィットに基づく。試験頭部模型７４と、
ヘルメット７８の外側表面７９との間の相対位置は、基本平面、フランクフルト平面、又
は耳介眼窩平面７５、及びヘルメットの前部における上方フェースポート縁部７６など、
ヘルメット７８の点又は平面に対するヘルメット配置指数（ＨＰＩ：helmet　positionin
g　index）を使用して、形成することができる。基本平面７５は、左眼窩（又は頭蓋の左
眼窩、若しくは眼球孔の下縁部）を通り、かつまた各外耳道若しくは外耳道の左右部分、
若しくは上縁部を通過する平面によって画定される、頭部模型７４、人間の頭蓋、又は顧
客頭部３０の解剖学的位置である。ＨＰＩは、試験頭部模型７４の基本平面７５と、ヘル
メット７８の上方フェースポート縁部７６の前部など、ヘルメット７８の一部との間の距
離を画定する。ＨＰＩは、３５～６５ミリメートル（ｍｍ）、４０～５５ｍｍ、又は約４
７ｍｍの距離を含む、特定の顧客の特徴及び必要性に基づく、いずれかの好適な距離を含
み得る。
【００４７】
　したがって、ヘルメット７８の外側表面７９に対する試験ライン７３の位置、及びヘル
メット７８のどの部分が、衝撃試験に供されるかを決定するため、試験頭部模型７４の外
側表面がヘルメット７８の内側表面８０と「接触する」ように、試験頭部模型７４に対し
て位置付けられる。顧客頭部３０の額の前部が、フェースポートの上縁部付近の内側表面
８０の額部分と接触するように配置され得る。ヘルメット７８は、顧客頭部３０の頂部又
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は頭頂部が、内側表面８０の頭頂部と接触するように配置される。ヘルメット７８は、物
理的又は有形のヘルメットを、物理的又は有形の頭部模型上に配置することによって、試
験頭部模型７４に対して位置付けることができるが、より一般的には、ヘルメット及び試
験頭部模型のコンピュータにより生成した３Ｄ画像を使用して、図形的又は分析的比較が
行われる。試験頭部模型７４上にヘルメット７８がある状態で、試験ライン７３は頭部模
型からヘルメットへと移動し、これにより例えば試験装具上において、試験中に衝撃を受
け得るヘルメットの区域又は部分が指定される。
【００４８】
　ヘルメット７８など、標準化された大きさの、及び標準化された内側表面の、大量生産
型のヘルメットが試験されるとき、頭部模型７４、及び大量生産される群から選択される
いずれかのヘルメット７８の相対位置は、群内の全てのヘルメットに関して実質的に同一
又は一定であるが、これは各ヘルメット７８の内側表面８０が、標準化されており、頭部
模型７４の形状が一定であるためである。したがって、試験ライン７３の相対位置はまた
、それぞれの、及び全てのヘルメット７８に関して一定となる。試験ライン７３及びヘル
メット７８の一定の相対位置は、特定の設計のヘルメット７８全てが適切な安全基準を満
たすことを確認するために試験において破壊される、代表するヘルメットの数を少なくす
ることを可能にする。
【００４９】
　逆に、カスタムフィットヘルメット８１は、保護基部材料７２のカスタム内側表面８２
、又は詰め物若しくは境界層８４の内側表面８５を含み、これにより各カスタムフィット
ヘルメット８１は、試験頭部模型７４に対して異なる相対位置を有し得る。頭部模型７４
及びカスタム内側表面８２との間の異なる相対位置は、頭部模型７４から全てのカスタム
フィットヘルメット８１へと移動する、各試験ライン７３の新しい配置又は位置を生じる
可能性がある。従来的な試験基準において、各カスタムヘルメットは、顧客２０により着
用される単一のカスタムフィットヘルメット８１の設計が適用可能な安全基準を満たすこ
とを確実にするために、多数のカスタムフィットヘルメット８１が破壊試験を受けるよう
に、多数生産される必要がある。カスタムフィットヘルメットを製造及び販売するに当た
り、破壊試験における各カスタムフィットヘルメットを多数製造することは商業的に実行
可能な手法ではないため、カスタムフィットヘルメット８１をヘルメット安全基準７１と
分析的又はグラフィックにより比較することを含む、非破壊試験が使用され得る。非限定
的な実施例において、カスタムフィットヘルメット８１を試験するための代替的な方法が
、図６Ｂ～６Ｆに示され、以下に記載される。
【００５０】
　図６Ｂは、カスタムフィットヘルメットを試験するための方法の一部として、カスタム
フィットヘルメット８１の外側表面８３上に試験ライン７３を配置するための、既定の表
面７７を示す。既定の表面７７は、ヘルメット安全基準７１の一部として生成及び認可さ
れ、カスタムフィットヘルメットの一部として最小厚さの保護用基部材料７２が使用され
ることを確実にするために、カスタムフィットヘルメット８１の外側表面８３に対して固
定され得る。既定の表面７７は、保護用基部材料７２の内側表面と同一平面上にあり得る
か、又はカスタムフィットヘルメット８１の内側表面８２と同一平面上にあり得るが、既
定の表面７７はまた、以下で図６Ｃに関連してより詳細に記載されるように、内側表面８
２と異なっていてもよい。
【００５１】
　図６Ｂは、図６Ａとは対照的に、非カスタムフィットヘルメット７８ではなく、カスタ
ムフィットヘルメット８１内の頭部模型７４の断面図を示す。図６Ｂはまた、既定の表面
７７に加えて、詰め物又は境界層８４の内側表面８５を示す。詰め物層８４は、保護用基
部材料７２と、頭部模型７４又は３Ｄ頭部模型６６との間に配置され得る。詰め物層８４
は、保護用基部材料７２よりも柔軟又は変形可能であり得る、フォーム、詰め物、又は他
の好適な材料による快適性層であり得る。詰め物層８４は、任意の厚さであり得、一実施
形態においては、０～２０ｍｍ、１～１０ｍｍ、又は約５ｍｍの厚さを有する。内側表面
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８５は、顧客頭部３０、３Ｄ頭部模型６６、又は頭部模型７４に最も近い、詰め物層８４
の表面である。したがって、詰め物層８４の表面８５の位置、配置、及び輪郭は、カスタ
ムフィットヘルメット８１の内側表面８２のトポグラフィー又は輪郭に対して、詰め物層
８４の厚さを示す、距離又はオフセットを追加することにより、決定及び制御することが
できる。詰め物層８４の厚さが均一かつ一定であるとき、詰め物層８４全体において、距
離又はオフセットは一定であり得る。あるいは、詰め物層８４の厚さが不均一又は多様で
あるとき、詰め物層８４の少なくとも一部において、距離又はオフセットは多様であるか
、又は変動し得る。
【００５２】
　既定の表面７７は、３Ｄ頭部模型６６を含む、多くの顧客頭部３０のデータに基づき生
成又は選択され得る。同様の大きさの頭部のデータの群又はセットをとることにより、デ
ータセットに含まれる頭部それぞれに適合する既定の表面７７が生成され得る。既定の表
面７７は、カスタムフィットヘルメット７８内の有形の構造として、又はヘルメット基部
ユニット８６の一部として物理的に存在する必要はなく、数学的に、グラフィックにより
、又はモデルの一部として存在してもよい。一実施形態において、例えば、ＣＡＤソフト
ウェアの一部などコンピュータにより実行可能なプログラムの一部として存在し、試験ラ
イン７３を画定又は生成するために使用され得る。
【００５３】
　有利なことに、既定の表面７７は、カスタムフィットヘルメット８１又は基部ユニット
８６内に頭部模型７４を位置付け、試験ライン７３を、頭部模型からカスタムフィットヘ
ルメットの外側表面８３へと移動するために使用され得る。試験ライン７３を頭部模型７
４からカスタムフィットヘルメットの外側表面８３へと移動するため、試験頭部模型は、
既定の表面７７により可能とされる最上方及び最前方位置（又は本明細書において便宜的
に既定の表面と称される、詰め物８４の表面８５などの、既定の表面７７により画定され
る、別の相対位置、又はオフセット）に位置付けられ得る。したがって、ヘルメット８１
は、試験頭部模型７４の外側表面が既定の表面７７と位置合わせし、同一平面上になるよ
うに、試験頭部模型７４に対して位置付けられ得る。より具体的に、顧客頭部７４の額部
の前部が、フェースポートの上縁部付近の既定の表面７７の額部分と位置合わせされ得る
。ヘルメット８１はその後、頭部模型７４の頂部又は頭頂部が、既定の表面７７の頭頂部
と位置合わせされる一方でまた、額部分との位置合わせが維持されるように回転され得る
。
【００５４】
　ヘルメット８１は、物理的又は有形のヘルメットを、物理的又は有形の頭部模型上に配
置することによって、試験頭部模型７４に対して位置付けることができるが、より一般的
には、ヘルメット及び試験頭部模型のコンピュータにより生成した３Ｄ画像を使用して、
図形的又は分析的比較が行われる。頭部模型７４を、カスタムフィットヘルメット８１の
前部及び頂部の方に合わせることにより、特に、より大きな大きさを含む、様々な大きさ
の頭部模型に関し、頭部模型７４の後部と既定の表面７７の後部との間に空隙、オフセッ
ト、又は一定の空間が存在してもよい。図６Ｃに関連して以下に記載されるように、実際
の顧客頭部３０又は３Ｄ頭部模型６６の特定の大きさ又は形状に基づき、カスタム内側表
面８２を形成することにより、空隙に保護用基部材料７２が充填される。試験頭部模型７
４がヘルメット８１内に位置付けられた後、試験ライン７３はひいては試験頭部模型７４
から、カスタムフィットヘルメット８１の外側表面８３に移動される。換言すると、試験
ライン又は試験平面７３の突出部は、これがカスタムフィットヘルメット８１の外側表面
８３と接触又は交差するまで外側に延長させることができ、実際のマーク、又は一連の座
標若しくはデータが外側表面８３に関して記録又は保存され、衝撃試験中にカスタムフィ
ットヘルメット８１のどの区域又は部分が続いて衝撃を受け得るのか特定する。一実施形
態において、試験ライン７３及びＨＰＩは、既定の表面及び既定の頭部模型の、特定目的
のためのみに使用される。既定の頭部模型７４は、試験ライン７３を引くことが反復的に
行うことができることを示し、したがって、いずれかのカスタム３Ｄ頭部模型６６は、元
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々定められたものと、同じ形成された試験ライン７３に従う。
【００５５】
　図６Ｃは、試験ライン７３を含む、カスタムフィットヘルメット８１内に配置された３
Ｄ頭部模型６６（試験頭部模型７４ではなく）の断面図を示す。図６Ｃはまた、３Ｄ頭部
模型６６、又は既定の表面７７の３Ｄ頭部模型に対するよりも、３Ｄ頭部模型６６により
近い顧客頭部３０の、長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭に適合するトポグラフィーを
含み得る、カスタム内側表面８２をもたらすため、追加的な基部材料７２が、既定の表面
７７を超えて延びるか、これに追加され得る様子を示している。カスタム内側表面８２は
また、詰め物又は境界層８４のためのオフセットを考慮するか、又は含んでもよい。した
がって、カスタムフィットヘルメット８１のカスタム内側表面８２は、図６Ｃ～６Ｆに示
される詰め物層８４の表面８５を含み得る。有利なことに、３Ｄ頭部模型６６はカスタム
フィットヘルメット８１内に、及び既定表面７７内に、カスタムフィットヘルメット８１
内における顧客頭部３０のフィットを最適化し、顧客２０の視野（ＦＯＶ）を最適化する
ような形で、位置付けられる。加えて、３Ｄ頭部模型６６は、頭部模型６６の額部分を、
カスタムフィットヘルメット８１のカスタム内側表面８２の額部分と位置合わせする一方
で、また３Ｄ頭部模型の頭頂部とカスタム内側表面を位置合わせすることにより、カスタ
ムフィットヘルメット８１内に位置付けられてもよい。
【００５６】
　３Ｄ頭部模型６６をカスタムフィットヘルメット８１内に位置付ける際の、顧客２０の
目の位置を考慮することにより、顧客２０のＦＯＶが向上し得る。一実施形態において、
フェースポートが顧客の視界を妨げることがないように、顧客の目と、上方フェースポー
ト縁部７６、又は下方フェースポート縁部との間の垂直方向オフセット、又は距離を調節
することによって、顧客２０の目がカスタムフィットヘルメット７８のフェースポートと
位置合わせされ得る。フェースポート内における最適な耳の位置は、用途によって異なり
得る。例えば、直立方向におけるストリートライディングにおいては顧客のＦＯＶを最大
化する際に、顧客の目に対するフェースポートのより低い位置が望ましいことがあり、一
方でよりアグレッシブなタックレース位置においては顧客の目に対するフェースポートの
より高い位置が望ましく、上方フェースポート縁部７６の相対位置は、視界にとって重要
な制約となる。
【００５７】
　加えて、顧客２０の目との距離はカスタムフィットヘルメット８１のフェースポートに
対してより近く移動されてもよい。従来的又は一般的なヘルメットの設計において、ユー
ザーの頭部がヘルメット内において前と後ろで中心を合わせ、ヘルメットの前部と、顧客
頭部２０の前部との間で有意なオフセットを生じ得る。ユーザーの目とヘルメットの前部
との間のオフセットの結果として、ヘルメットフェースポートの縁部がユーザーのＦＯＶ
をより多く妨げることがある。他方において、適用可能な安全基準７１により、可能なだ
け、顧客頭部３０を前方に向けることにより、カスタムフィットヘルメット８１のフェー
スポート縁部により妨げられる程度が減少し、顧客３０のＦＯＶが改善され得る。顧客の
頭部をより前方に動かすことにより達成される利得は、前後方向により短い頭部を有する
顧客にとってより大きいものと成り得る。出願人は、顧客２０の目と、ヘルメットの前部
との間の距離、又は顧客の目とヘルメットフェースポートの上縁部及び下縁部との間の垂
直距離の僅かな変更でさえも、顧客のＦＯＶの領域にかなりの影響を及ぼし得ることを見
出した。
【００５８】
　一度３Ｄ頭部模型６６がカスタムフィットヘルメット８１内で適切に位置合わせされる
と、既定表面７７と３Ｄ頭部模型との間の望ましくない空隙又は空間が特定され、既定表
面７７と顧客３Ｄ頭部模型６６との間の空隙を埋めるために保護用基部材料７２（及び任
意により詰め物８４）を提供することによりこれが排除され得る。既定表面７７と３Ｄ頭
部模型６６との間の空隙内に保護用基部材料７２を提供することは、空隙を「充填する」
ものと考えることができるが、いくつかの実施形態において、物理的に構成されたカスタ
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ム内側表面８２と顧客頭部３０との間に空隙は物理的に存在しない。例えば、カスタム内
側表面８２を形成する前に、ＣＡＤソフトウェア、又は他の好適なプログラムにより、分
析的又はコンピュータによる比較が物理的に、グラフィックにより、分析的に行われても
よく、これにより、既定の表面７７と、３Ｄ頭部模型６６又は顧客頭部３０との間に望ま
しくな空隙が存在しないように、顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭に適合
するようにして、ヘルメット基部ユニット８６から切断することなどによりカスタム内側
表面が形成され得る。
【００５９】
　３Ｄ頭部模型６６と、既定の表面７７との間に、追加的な基部材料７２でカスタム内側
表面８２を形成することにより、カスタムフィットヘルメット８１は、既定の表面７７ま
でのみ延びる、基部材料７２を有する、標準化した又は既定のヘルメットよりも強くする
ことができる。したがって、作製される新しいカスタムフィットヘルメットそれぞれにつ
いて破壊を伴う試験を必要とせずに、カスタムフィットヘルメット８１は安全基準７１を
満たすか、又はあらゆる種類のカスタムフィットヘルメット８１について同じ試験ライン
７３を使用して効果的に試験することができる。換言すると、外側表面８３と既定の表面
７７との間の最小距離よりも大きな、外側表面８３とカスタム内側表面８２との間の最小
距離を有することにより、既定の表面７７の外側にある、又はこれとオフセットされる、
カスタム内側表面８２を含むいずれかのカスタムフィットヘルメット８１もまた、安全基
準７１を満たすか、又は同じ試験ライン７３を使用して効果的に試験することができる。
更に換言すると、既定の表面７７を通じて、又はこれを超えて外側表面８３の方に延びる
ように、顧客頭部３０又は３Ｄ頭部模型６６を配置しない、カスタム内側表面８２を含む
、いずれかのカスタムフィットヘルメット８１もまた、安全基準７１を満たすか、又は同
じ試験ライン７３を使用して効果的に試験することができる。
【００６０】
　したがって、一実施形態において、当業者であれば、既定の表面７７は、その外側の他
のいずれかのカスタム内側表面８２位置（又は既定表面７７よりも外側表面８３からより
遠い）が、ヘルメット安全基準を満たすか、又は同じ試験ライン７３を使用して効果的に
試験され得るヘルメットを作製することを示す、基準線表面であることを理解する。した
がって、カスタム内側表面８２を含むカスタムフィットヘルメット８１は、上記のように
、各カスタムフィットヘルメットが、非カスタムフィットヘルメット７８のように破壊を
伴う試験を受けることを必要とせずに、既定表面７７に対して測定し、試験ライン７３に
対して試験することにより、確定され得る。したがって、広範な種類のカスタムフィット
ヘルメット８１における、既定の表面７７に対する、試験ライン７３などの、均一な試験
基準の形成のために試験頭部模型７４を使用することにより、各カスタムフィットヘルメ
ット８１の破壊を伴う試験により生じる経済的負担が排除され、安全性について承認され
たカスタムフィットヘルメットの大量生産をより実際的なものとすることができる。
【００６１】
　非限定的な実施例として、出願人は、スネル記念財団の担当グループと協働して、既定
表面７７に対し、かつカスタムフィットヘルメット８１、又はそのモデル内にＩＳＯ頭部
模型を、試験ライン７３が一定であり、様々なカスタムフィットヘルメットに対して固定
されているような方法で、一貫して配置するための許容可能な作業方法を確立し、カスタ
ムメイドのヘルメットを無駄に破壊することなく、単一の試験が、あらゆる異なる内側表
面を有する、多数の同様のヘルメットの安全性を承認することを可能にする。図６Ｄ～６
Ｆは（以下でより詳細に記載される）、出願人がスネル記念財団と協働して、カスタムフ
ィットヘルメット８１を試験するための手順を形成する様子の非限定的な実施例を例示し
ている。
【００６２】
　図６Ｄは、中間的な大きさの頭部、又は頭部模型のための、既定の表面７７を含むカス
タムフィットヘルメット８１内に配置された、ミディアムＩＳＯ試験頭部模型７４ａを示
す。しかしながら、顧客頭部は、互いに異なる長さ、幅、及び輪郭を含む固有のトポグラ
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フィーを有するため、試験頭部模型７４ａの一般的形状及び輪郭は、カスタム内側表面８
２とは異なる。カスタム内側表面８２は、既定表面７７から外側に延び、又は換言すると
、既定表面７７と関連する最小寸法ＤＭよりも大きな実際の寸法ＤＡを含む。したがって
、カスタム内側表面８２は一部のみ頭部模型７４ａと接触しており、頭部模型６６又は顧
客頭部３０のように、カスタムフィットヘルメット８１内に適切に位置付けられていない
。図６Ｄは、頭部模型７４ａが、ＨＰＩにより、ヘルメットフェースポートの頂部からオ
フセットされる、公称基準面７５に対して回転される基準面７５ａを含むことを示してい
る。図６Ｄはまた、頭部模型７４ａの頭頂部が、カスタム内側表面８２の頭頂部と接触又
は位置合わせしていないことを示している。すなわち、頭部模型７４ａの頭頂部はカスタ
ム内側表面８２の頭頂部からオフセットされ、これに対して空隙を有している。頭部模型
７４ａと、カスタム内側表面８２との間の回転及び、弱いフィットは、頭部模型を試験に
使用するに当たって問題を生じ得る。
【００６３】
　同様に、図６Ｅは、ミディアムＩＳＯ試験頭部模型７４ａを試験に使用するにあたって
カスタム内側表面８２が問題を生じる、別の構成を示す。図６Ｅにおいて、ミディアムＩ
ＳＯ試験頭部模型７４ａは、図６Ｄに示されるカスタム内側表面８２を含む、カスタムフ
ィットヘルメット８１内に配置される。しかしながら、公称基準面７５とは異なる頭部模
型７４ａの基準面７５ａを有する代わりに、図６Ｅは、公称基準面と位置合わせされ、Ｈ
ＰＩに従って上方フェースポート縁部７６から適切にオフセットされた、頭部模型７４ａ
の基準面７５ａを示す。しかしながら、試験頭部模型７４ａの一般的な形状及び輪郭は、
カスタム内側表面８２とは異なるため、頭部模型７４ａは、内側表面８２を超えて延びる
ものとして示される。実際的には、頭部模型７４ａを内側表面８２を超えて延ばすことに
より、モデルは、顧客頭部３０が、保護用基部材料７７が占める空間を占めている状況を
提示する。したがって、図６Ｅに示される構成はまた、実際の顧客頭部３０、又はカスタ
ム内側表面８２の形成のために使用される頭部模型６６の固有の長さ、幅、及び輪郭から
、ミディアウム頭部模型７４ａと、カスタムフィットヘルメット８１の内側表面８２との
間のずれが生じるため、カスタムフィットヘルメット８１の衝撃試験のためには実用的で
はない。したがって、図６Ｄ及び６Ｅに示される、ミディアム頭部模型７４ａとカスタム
フィットヘルメット８１の内側表面８２との間のずれは、中間的な頭部の大きさに設計さ
れた、既定の表面７７を含む、少なくともいくつかのカスタムフィットヘルメット８１に
は、ミディアムＩＳＯ試験頭部模型７４ａが大きすぎることを示唆している。
【００６４】
　図６Ｆは、中間的サイズの頭部又は頭部模型のための、既定の表面７７を含む、カスタ
ムフィットヘルメットを試験するため、ミディアムＩＳＯ試験頭部模型７４ａではなく、
小さいＩＳＯ試験頭部模型７４ｂなどのより小さいＩＳＯ頭部模型が、カスタムフィット
ヘルメット８１内に配置される一実施形態を示す。小さなＩＳＯ試験頭部模型７４ｂを使
用することにより、頭部模型７４ｂは、頭部模型６６又は顧客頭部３０のように、カスタ
ム内側表面８２の全部分に完全に接触し、カスタムフィットヘルメット８１内に適切に位
置付けられ得る。加えて、小さいＩＳＯ試験頭部模型７４ｂを使用して、頭部模型７４ｂ
の基準面はまた、公称基準面と位置合わせされ、ＨＰＩに従って上方フェースポート縁部
７６から適切にオフセットされ得る。したがって、より小さい体積の頭部模型７４ｂは、
既定の表面７７の領域よりも小さい、カスタム内側表面８２の領域内に頭部模型をフィッ
トするためのより高い柔軟性を可能にする。加えて、小さいＩＳＯ頭部模型７４ｂが、中
間的大きさの既定の表面に関する許容可能な試験結果をもたらすために、小さいＩＳＯ頭
部模型７４ａは、中間的大きさのＩＳＯ頭部模型７４ｂとして適合し、試験中に対応する
ように、計量されてもよい。
【００６５】
　図６Ｅの代表的な実施形態は、頭部模型７４ｂと関連し、試験ライン７３とは異なる配
置又は位置において、カスタムフィットヘルメット８１の外側表面８３上に位置合わせす
る、試験ライン７３ｂを示す。しかしながら、異なるＩＳＯ頭部模型から生じる、別様に
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位置付けられた試験ラインの存在は、使用されるＩＳＯ頭部模型がヘルメット８１と適切
に位置合わせされ、既定の表面７７内にある（又はこれを通過しない）限りにおいて、衝
撃線を形成する目的のために無視され得る。したがって、適切に計量された小さいＩＳＯ
頭部模型７４ｂを使用する間、衝撃試験のために、形成された試験ライン７３が使用され
る。試験頭部模型７４ａ、及び７４ｂはそれぞれ、中間的及び小さい大きさの頭部模型と
称される一方で、当業者は、異なる大きさのいずれかの第１及び第２頭部模型が使用され
、先行の実施例に対して等しく適用可能であり得ることを理解する。
【００６６】
　更に、図６Ｂ～６Ｆに関連して説明されたように、異なるＩＳＯ頭部模型が、試験ライ
ンを形成し、衝撃試験を行うために使用され得、この試験は、試験ラインの形成及び衝撃
試験の実施の両方のために単一のＩＳＯ頭部模型のみが使用される従来的な試験とは対照
的である。上記のように、図６Ｂに示される頭部模型７４などの第１　ＩＳＯ頭部模型は
、既定の表面７７に対して試験ライン７３の位置及び配置を確立するために使用され得る
。図６Ｆに示される、頭部模型７４ｂなどの第２　ＩＳＯ頭部模型が、カスタムフィット
ヘルメット８１の衝撃試験を行うために使用され得る。
【００６７】
　カスタムフィットヘルメット８１の内側表面８２を判定した後、例えば、顧客頭部デー
タ及びヘルメット安全基準７１に基づいて、内側表面８２が形成され得る。図４Ｃに関連
して先に記載され、図７Ａ～７Ｂに示されるように、ヘルメット基部ユニット８６は、顧
客頭部３０又は３Ｄ頭部模型６６のトポグラフィー、又は長さ、幅、及び少なくとも１つ
の輪郭へとカスタマイズされる、内側表面８２を含むカスタムフィットヘルメット８１を
形成するために使用され得る。ヘルメット基部ユニット８６は、顧客頭部３０、頭部模型
６６、又は両方に適合するように、容易に取り外し可能又は切断可能である、衝撃保護用
材料から作製され得る。ヘルメット基部ユニット８６は、ＥＰＳ、ＥＰＰ、プラスチック
、フォーム、ＰＥＴ、ＶＮ、ＰＵ、ＥＶＡ、コーク、ゴム、オルボセイン、ゾルビウム、
ＥＰＬＡ、ブロックフォーム、若しくは他の好適な材料、又は材料のブレンドした組み合
わせ若しくはハイブリッドなど、エネルギー減衰材料から形成され得る。
【００６８】
　ヘルメット基部ユニット８６は、外側表面８３、カスタム内側表面８２、及び外側表面
と内側表面との間に保護用基部材料７２を含み、これはヘルメット安全基準７１及び３Ｄ
頭部模型６６の両方に適合する。したがって、ヘルメット基部ユニット８６は、顧客頭部
３０にフィットするようにカスタマイズされる前に、任意の大きさ及び形状であり得る。
カスタムフィットヘルメット８１を形成するための、基部ユニット８６のカスタマイズは
、加法プロセス又は減法プロセスによる場合がある。実際、ヘルメット基部ユニットヘル
メット８６は、特定のカスタマイズ可能な実施形態において、３Ｄ頭部模型６６に従って
顧客頭部３０に適合する、カスタマイズしたヘルメット形状及び設計を形成するように全
体的に縮小される、保護材料のブロックとして最初に形成されてもよい。したがって、ヘ
ルメット基部ユニット８６は、平坦なブロック基部ユニットとして、又は最終的なカスタ
マイズされたヘルメットの内側及び外側に材料を含む、ヘルメット形状の基部ユニットと
して最初に形成されてもよく、これはヘルメット基部ユニットから余剰な材料を除去する
ことによりカスタマイズされる。あるいは、ヘルメット基部ユニット８６は、過剰な材料
を除去することによってカスタマイズされる内側の材料、及びカスタマイズを必要としな
い外側表面８３を含む、ヘルメット形状の基部ユニットであり得る。カスタマイズを必要
としない外側表面８３、及びカスタマイズされるまでヘルメット基部ユニットの内側に材
料を残すカスタム内側表面８２を含む、ヘルメット基部ユニット８６の実施例が、図７Ｂ
に例示されている。加えて、カスタムフィットヘルメット８１の形成は、外側表面８３及
びカスタム内側表面８２を形成するために、３Ｄ印刷などの、加法プロセスによって形成
され得る。
【００６９】
　しかしながら、カスタムフィットヘルメット８１の重量及び大きさを低減又は最小化す
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るために除去され得る保護用基部材料７２の量を最小化するため、ヘルメット基部ユニッ
ト８６は、外側表面８３が、最終的なカスタムフィットヘルメット８１の最終的形状、形
態、及び輪郭と等しい、形状、形態、及び輪郭を備えるように形成され得る。同様に、ヘ
ルメット基部ユニット８６は、カスタム内側表面８２が、完全なカスタムフィットヘルメ
ット８１のカスタム内側表面８２の最終的な形状、形態、及び輪郭と近似するか、又はこ
れよりも大きい、形状、形態及び輪郭を含むように、形成され得る。したがって、カスタ
ムフィットヘルメット８１の最終的な形状及び設計と近似するヘルメット基部ユニット８
６を調整することによって、カスタム内側表面８２をカスタマイズするために除去される
、保護用基部材料７２の量が低減される。
【００７０】
　様々な頭部の形状及び大きさの複数の顧客に関し、ヘルメット基部ユニット８６がカス
タムフィットヘルメット８１の最終的な形状及び設計と近似することを確実にするため、
小さなサイズから大きなサイズに及ぶサイズを含む、多数のヘルメット基部ユニットモデ
ルが提供され得る。したがって、ヘルメット基部ユニット８６は、最小の可能なヘルメッ
トサイズを有するように、多数のヘルメット基部ユニットモデルから選択され得、これに
より、ヘルメット重量及びサイズが最小化されると同時に、顧客２０が、顧客頭部３０の
表面と、カスタムフィットヘルメット８１の外側表面８３との間のヘルメット安全基準７
１の最小厚さＤＭと同等以上の厚さを備えるカスタムフィットヘルメット８１を有するこ
とを可能とする。ヘルメット基部ユニット８６の寸法はその後、コンピュータ処理したヘ
ルメットモデル８８を生成するように変更することができる。コンピュータ処理したヘル
メットモデル８８は少なくとも、ヘルメットの一部を示すデジタルデータ・セットを含む
。いくつかの実施形態において、コンピュータ処理したヘルメットモデル８８は、カスタ
ムフィットヘルメット８１の少なくともカスタム内側表面８２のモデルを含む。加えて、
以下により完全に記載されるように、いくつかの場合においては、カスタムフィットヘル
メット８１の寸法の全てが、データベース２４と関連するプロセッサで計算され得る。特
定の一実施形態において、頭部模型６６と、ヘルメット安全基準７１の最小寸法ＤＭと、
ヘルメット基部ユニット８６との間でグラフィックによる比較が視覚的又は分析的に行わ
れ、いずれかの最小寸法ＤＭが満たされておらず、頭部模型６６が占める空間内に延びて
いるか、又はヘルメット基部ユニット８６を超えて延びているかを視覚的に判定すること
ができる。頭部模型６６の一部が、ヘルメット基部ユニット８６の、最小寸法ＤＭの少な
くとも一部へと延びる場合、より大きい、又は異なるヘルメット基部ユニットモデルが選
択される。
【００７１】
　図７Ｃに示されるように、顧客頭部３０の頭部データを取得し、任意により３Ｄ頭部模
型６６を生成した後、３Ｄ頭部模型又は頭部データをヘルメット安全基準７１と比較して
、３Ｄ頭部模型又は頭部データに基づくカスタムフィットヘルメット８１を形成し、これ
により、カスタムフィットヘルメットは安全基準を満たし、カスタム内側表面８２は、顧
客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と適合するトポグラフィーを含む。カスタ
ムフィットヘルメット８１の形成は、顧客頭部３０の頭部データが取得される第１位置と
は異なる、第２位置で行われ得る。上記のように、カスタムフィットヘルメット８１は、
加法又は減法プロセスにより形成され得る。カスタム内側表面８２を形成するために材料
が除去される減法プロセスにおいて、上記のように、適切なヘルメット基部ユニット８６
が決定され、これはヘルメット安全基準７１を満たすために必要とされる、最小寸法ＤＭ

を可能にする一方で、安全又は快適性のために必要とされない追加的なヘルメットの厚さ
及び重量を最小化、又は低減する。特に、非限定的な実施形態において、ヘルメット基部
ユニット８６は、カスタムフィットヘルメット８１のカスタム内側表面８２を形成するた
めにそこから約６ｍｍ～８ｍｍの材料が除去されるような大きさを有するように選択され
る。したがって、ヘルメット基部ユニット８６の頭部空洞９０は、カスタムフィットヘル
メット８１の頭部空洞９２よりもおよそ２０％小さい。換言すると、ヘルメット基部ユニ
ット８６の頭部空洞９０は、頭部空洞９０の大きさ又は体積のおよそ８１％の大きさ又は
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体積を含む。しかしながら、様々な他の標準的な初期厚さ、体積、及び大きさが使用され
てもよく、ヘルメットのスタイル、付与される衝撃保護の種類、使用される材料の種類を
含む多くの因子、又は因子の組み合わせによって、より実用的となり得る。
【００７２】
　ヘルメット基部ユニット８６の保護用基部材料７２のために、どの種類の材料を使用す
るかによって、ヘルメット基部ユニットから余剰な保護用基部材料７２を除去するために
、いくつかの異なる方法のいずれかが使用され得る。当業者であれば、保護用基部材料の
組成に基づいて、過度の実験を行うことなく、保護用基部材料７２を除去するためのどの
方法が最良であるかを理解又は判定する。図７Ｃは、切断ブレード９６を含むＣＮＣマシ
ン又はルータマシン９４の使用は、ＥＰＳを含む余剰な保護用基部材料７２の除去のため
に良好に機能する方法であることを示している。対照的に、ＣＮＣマシンの使用はＥＰＰ
において、ＥＰＳにおけるよりも有効でなく、これはＥＰＰが、ＣＮＣマシン９４により
保護用基部材料７２を除去する際に、融解又は変形する傾向にあるためである。回転切断
ブレード９６は、カスタム内側表面８２が、顧客頭部３０、３Ｄ頭部模型６６、又はその
両方に適合するトポグラフィーを含むように、ヘルメット基部ユニット８６から余剰な保
護用基部材料７２を削って削除するために使用される。適切な治具９８は、保護用基部材
料７２の一部を除去する際に、ヘルメット基部ユニット８６を保持するために使用され得
る。治具９８は、保護用基部材料７２の除去中における基部ユニット８６の望ましくない
移動を防ぐように構成されたいずれかの構造を含み得る。図７Ｃに示されるように、治具
９８は、治具９８と接続し、ヘルメット基部ユニット８６と連結するように構成された、
連結部材１００を含み得る。ヘルメット基部ユニット８６は、ヘルメット基部ユニットの
一部として形成され、治具９８と連結するように構成された、ポスト又は突起部１０２を
含み得る。ポスト１０２は任意の形状であり得、ヘルメット基部ユニット８６上に形成さ
れてもよく、あるいは治具９８の連結部材１００を受容するための受容器として機能する
開口部又は孔として形成されてもよい。ポスト１０２が、外側表面８３から離れるように
延びる突起部として形成されるとき、ポストは、治具１００との連結に使用された後に、
除去されるか、完成したカスタムフィットヘルメット８１上の他のカバーにより被覆され
てもよい。あるいは、治具は、のちのプロセスにより除去されない、ヘルメット基部ユニ
ット上の恒久的な特徴又は形状と、連結又は接続するように形成されてもよい。
【００７３】
　重要なこととして、カスタム内側表面８２が、顧客頭部３０の長さ、幅、及び少なくと
も１つの輪郭に適合するトポグラフィーを含むようにカスタマイズすることは、任意の形
状又はスタイルのヘルメットで行うことができる。他のヘルメットタイプの他の非限定的
な実施例が、図８Ａ～９Ｄに示される。特定の実施形態において、ポスト１０２を含む余
剰な保護用基部材料７２は、ヘルメット基部ユニット８６がコーティングされ、装飾的な
外殻などの外殻内に挿入された後に除去され得る。あるいは、ポスト１０２を含む余剰な
保護用基部材料７２は、ヘルメット基部ユニット８６がコーティングされ、外殻内にイン
サートされる前に除去されるか、又は後の外殻の使用なしに除去され得る。
【００７４】
　図７Ｄは、顧客頭部３０の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭を含むトポグラフィー
を含む、完成したカスタム内側表面８２を含む、カスタムフィットヘルメット８１を示す
。図７Ｄのカスタムフィットヘルメット８１は、図７Ｄのカスタムフィットヘルメット８
１の外側表面７２とカスタム内側表面８２との間の厚さ又は実際の寸法ＤＡが、図７Ａに
示される、ヘルメット基部ユニット８６の外側表面７２とカスタム内側表面８２との間の
厚さ又は実際の寸法ＤＡよりも小さいという点において、図７Ａに示されるヘルメット基
部ユニット８６とは異なる。換言すると、図７Ａのヘルメット基部ユニット８６の外側表
面７２とカスタム内側表面８２との間の実際の寸法ＤＡは、図７Ｄのカスタムフィットヘ
ルメット８１の外側表面７２とカスタム内側表面８２との間の厚さ又は実際の寸法ＤＡよ
りも大きい。
【００７５】
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　カスタムフィットヘルメット８１におけるカスタマイズしたカスタム内側表面８２を形
成するプロセスは、有形のヘルメット基部ユニット８６だけではなく、コンピュータ処理
したヘルメットモデル８８に対しても同様に適用可能である。一実施形態において、コン
ピュータ処理したヘルメットモデル８８は、外側表面８３を含み、またヘルメット安全基
準７１を満たす最終的なヘルメットの寸法、形態、形状、輪郭及び特徴を含む、仮想的又
は図形的なモデルであり得る。換言すると、コンピュータ処理したヘルメットモデル８８
は、有形の又は物理的ヘルメット基部ユニット８６の仮想的表現であり得る。コンピュー
タ処理したヘルメットモデル８８の一部が、顧客頭部３０の頭部データに基づいて、又は
３Ｄ頭部模型６６に基づいて形成又は修正され得る。特に、コンピュータ処理したヘルメ
ットモデル８８は、カスタム内側表面８２が、顧客頭部３０、３Ｄ頭部模型６６、又は両
方の、長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭に適合するトポグラフィーを含むように、形
成又は修正され得る。コンピュータ処理したモデル８８は、図７Ａ～７Ｄに関して先に記
載されたように、カスタムフィットヘルメット８１を形成するためにヘルメット基部ユニ
ット８６を修正することによって、カスタム内側表面８２をカスタマイズするための開始
点として使用され得る。あるいは、コンピュータ処理したヘルメットモデル８８は、加法
プロセスによって、カスタム内側表面８２を形成するために使用され得る。カスタムフィ
ットヘルメット８１のカスタム内側表面８２は、例えば、３Ｄプリンター、顧客頭部デー
タ特定成形、又は、制限ではなく例として、石膏による物理的キャスティング、室温加硫
（ＲＴＶ）、又はウレタン、粘土、ワックス、張り子、又はキャスティング、成形、若し
くは倣いフライス削りに使用される他の材料でキャスティング若しくは成形することを含
む、一回の若しくはワンオフ製造法を使用して形成され得る。
【００７６】
　図８Ａは、外側層又は第１層１０８、及び内側層又は第２層１１０を含む、多層ヘルメ
ット１０６として形成される、カスタムフィットヘルメット８１の断面図を示す。外側層
１０８は外側表面８３を含み、内側層１１０はカスタム内側表面８２を含む。多層ヘルメ
ット１０６は、２つの別個の層、すなわち外側層１０８及び内側層１１０を備えるものと
して示される一方で、カスタム内側表面８２と、外側表面８３との間に配置される任意の
数の層を含む、任意の数の層が使用され得る。
【００７７】
　内側層１１０は、外側層１０８と同一であるか、同様であるか、又は異なる材料から形
成され得る。内側層１１０は、化学結合、機械的結合、又は両方により外側層１０８に連
結されてもよく、接着剤、結合剤、又は摩擦を使用して連結され得る。外側層１０８は、
保護用基部材料７２を含むヘルメット基部ユニット８６と同様の、衝撃保護用材料の標準
的ヘルメットシェルであり、更に外側表面８３を含み得る。外側層１０８の内側表面は、
ユーザー頭部３０と接触するように構成されず、代わりに、１つ以上の内側層１１０と接
触するか、又はこれと連結されるように構成されている。
【００７８】
　内側層１１０のカスタム内側表面８２は、加法又は減法プロセスにより形成され得る。
内側層１１０は、外側層１０８から別個に製造されたインサートとして適用され得、ここ
で内側層１１０は、製造中、若しくは製造後に、噴霧により、又は別の成形された材料が
外側層１０８に追加されることにより、あるいは当該技術分野において既知の他の任意の
方法により形成される。カスタム内側表面８２が、顧客頭部３０又は３Ｄ頭部模型６６の
ための頭部データに適合するように、１つ以上の内側層１１０の一部が、減法プロセスの
一部として、削り取られるか、ないしは別の方法により除去され得る。最終的なカスタム
内側表面８２は、内側層１１０が外側層１０８に追加される前、又は内側層１１０が外側
層１０８に追加される後のいずれかに、形成され得る。内側層１１０は、顧客頭部３０の
長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭に適合するトポグラフィーを含む、カスタム内側表
面８２を含む。カスタム内側表面８２は、顧客頭部３０又は顧客毛髪３２と直接接するこ
とがある。あるいは、カスタム内側表面８２は、顧客頭部３０又は顧客毛髪３２と直接接
触する、１つ以上の詰め物、又は境界層８４と連結するか、又は接触し得る。詰め物層８
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４は、均一な厚さを含む層として、カスタムフィットヘルメット８１のカスタム内側表面
８２上に配置され得る。あるいは、詰め物層８４は、多様な又は異なる厚さを含む層とし
て形成され得、ここで詰め物層の様々な部分が、顧客頭部３０又はカスタムフィットヘル
メット８１の特定の部分に関連して様々な量の詰め物又は緩衝材で形成され得る。しかし
ながら、詰め物層８４が様々な厚さで形成されるとき、一般的なワンサイズフィットの多
くのヘルメットにおいて従来的に行われてきたように、一般的なヘルメットの内側表面の
トポグラフィーと、顧客頭部のトポグラフィーとの間の差を考慮するために、異なる量の
詰め物が使用される必要はない。
【００７９】
　特定の実施形態において、内側層１１０は、外側層１０８よりも容易に除去可能であり
、又は切断可能である材料から形成され得る。カスタム内側表面８２のために使用される
製造プロセスにより、ＥＰＳ、様々なフォーム、ＥＰＰ、プラスチック、延伸ポリエチレ
ン、ＶＮ、ＰＵ、ＥＶＡ、コーク、ゴム、ソルボセイン、ゾルビウム、ＥＰＬＡ、ブロッ
クフォーム、又は上記のいずれかの組み合わせが挙げられる、当該技術分野において既知
の任意の好適な保護ヘルメット材料で形成され得る。
【００８０】
　内側層１１０のカスタム内側表面を形成する、減法的方法において、ヘルメット基部ユ
ニット８６の形成に使用される保護用材料により、内側層から余剰な材料を除去するため
にいくつかの異なる方法のいずれかが使用され得る。当業者は、過度な実験なしに、ヘル
メット基部ユニット８６に使用される保護用材料に基づき、保護用基部材料７２のための
どの除去方法が最良であるかを、容易に理解又は判断する。余剰のＥＰＳの除去において
良好に機能する１つの方法は、図７Ｃに関して先に記載されるように、ルーター又はＣＮ
Ｃ機械加工である。衝撃保護用材料の外側層１０８を備える多層ヘルメット１０６を形成
し、内側層に隣接するように内側層１１０を配置することにより、各顧客２０に固有の、
より良好なフィット及びより良好な性能のヘルメットが達成され得る。
【００８１】
　一実施形態において、上記のように、追加的な内側層は、外側層とは別個に製造される
インサートとして適用され得る。内側層は例えば、噴霧により、又は当該技術分野におい
て既知の他のいずれかの方法により形成され得る。内側層インサートは、図８Ａに関して
示され、記載されるように、内側層１１０を含む。加えて、カスタムフィットヘルメット
を提供するための方法の一部として内側層を含めることは、例えば、図９Ａ及び図９Ｂに
関連して以下にも記載されるように、モータースポーツ及びパワースポーツを含む、上記
の様々なスポーツのためのフルフェイスのヘルメットを含む、あらゆる種類のヘルメット
に適用することができる。非限定的な実施例として、カスタムフィット型内ポリカーボネ
ート（ＰＣ）／ＥＰＳライナーを一般的なヘルメット内に挿入して、既存の一般的ヘルメ
ットライナー、又は一般的な快適性詰め物層の代替としてもよい。このような場合におい
て、製造者、技術者、又は更に顧客２０が、一般的なヘルメットから既存の快適性詰め物
、又はライナーを取り外して、カスタム製造したインサート（例えば、カスタムフィット
型内ＰＣ／ＥＰＳライナー）を一般的なヘルメット内に配置する。しかしながら、顧客は
一般的に、ヘルメットの取り付けの専門家ではないため、いくつかの実施形態において、
製造者、又は訓練を受けた技術者による取り付けが好ましい。カスタマイズしたバージョ
ンの一般的なヘルメットを提供するため、カスタム製造したインサートが一般的なヘルメ
ット内に挿入される。カスタム製造したインサートは、既存の機械的締結具を使用して、
一般的なヘルメット内に挿入することができる。例えば、カスタム製造したインサートは
、一般的な快適性詰め物又はライナーを一般的なヘルメットの外側層に連結するために使
用された、同じ詰め物スナップを使用して、一般的なヘルメット内に挿入され得る。有利
なことに、カスタム製造したインサートは更に、既存の快適性詰め物よりも薄いことがあ
る、快適性詰め物を含む。
【００８２】
　図８Ｂは、多層ヘルメット１０６の斜視図を示す。多層ヘルメット１０６は、あらゆる
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種類のヘルメットとして形成されてもよいが、図８Ａ及び８Ｂは、自転車のヘルメットの
ための特定の非限定的な実施形態を示す。本明細書において開示又は想到される実施形態
のいずれかにおいて、カスタムフィットヘルメットの一部としてカスタマイズされたヘル
メット保護用材料１１２を形成することを含む、追加的なカスタマイズがカスタムフィッ
トヘルメット８１に対して行われてもよい。例えば、図８Ｂは、外側層１０８の外側表面
８３上に形成された保護用、機能的、又は装飾的な外殻として形成される、保護用材料１
１２を示す。追加的なカスタマイズとしては更に、カスタム内側表面８２への詰め物層８
４の追加、カスタムフィットヘルメット８１に連結された顎ストラップ及び首ストラップ
を含むストラップ、加えて色及びスタイルの特徴が挙げられる。したがって、当業者は本
開示から、カスタムフィットヘルメット８１のカスタマイズのための商業的環境において
、多くのレベルのカスタマイズがここで可能であり実際的であることを、容易に理解する
。
【００８３】
　図９Ａは、カスタムフィットヘルメット８１の別の実施形態を示し、ここで追加的な材
料を含む内側層１１４は、図８Ａ及び図８Ｂに関連して記載されたように、外側層１０８
に追加され得る。内側層１１４は、内側層１１０などの単一のモノリシックの部品から構
成されるのではなく、内側層１１４が複数の区分１１６を含むという意味において、内側
層１１０とは異なる。区分１１６は、恒久的に接合されている、一時的に接合されている
、又は互いに別個であり、外側層１０８に別個に取り付けられている、可撓性、半可撓性
、伸張可能、又は再構成可能な構成要素であり得る。したがって、区分１１６は、１つ以
上の連続的な、又は別個の部品であり、１つの部品として、又は別個の部品として外側層
１０８に組み合わされている。図９Ａは、区分が直接接続されない、又は互いに直接接触
しないように、空隙又はチャネル１１８が区分１１６の間に形成されるか、又は存在する
のを示している。
【００８４】
　図９Ｂは、区分１１６が外側層１０８の外側にあり、接合部材１２０により接続されて
いる、別の実施形態を示している。接合部材１２０は、アルミニウム、ナイロン、プラス
チック、又は他の可撓性材料から形成され、区分１１６の間に延びて、区分の間に固定し
た、又は可変の間隔（例えば、ギャップ又はチャネル）をもたらし得る。接合部材１２０
は、区分１１６から一部露出し、一部がその区分内内に埋め込まれてもよい。単一の、又
は個別の接合部材は、多数の区分１１６に連結されるか、これを通じて延び得る。一実施
形態において、区分１１６全体を含む複数の区分１１６が、中央領域から半径方向に延び
る別個のスポーク部分を含む、単一の接合部材１２０と接続される。
【００８５】
　図９Ａ及び図９Ｂの両方に例示されるように、区分１１６は、外側層１０８の外側で製
造され、その後例えば、外側層１０８と連結することによって、カスタムフィットヘルメ
ット８１へと組み立てられてもよい。したがって、区分１１６は、カスタム内側表面８２
を含み、顧客頭部３０又は頭部模型６６の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と適合す
るトポグラフィーを更に含む、内側層１１４を形成するように構成され得る。
【００８６】
　図９Ｂは更に、内側層１１０の区分１１６は、多数の区分１１６が中央又は頭頂区分１
１７の周囲に配置され、接合部材１２０により取り付けられた、平坦若しくは平面的な配
列、又は実質的に平坦若しくは平面的な配列で構成又は形成され得ることを示す。同様に
、区分１１６はまた、完全に平坦又は平面的ではないが、ＣＮＣマシン９４の切断ブレー
ド９６又は他の切削ツールが、カスタム内側表面８２を形成するために必要な区分１１６
の一部にアクセスすることを可能にするために十分なだけ平坦又は平面的な配列でも構成
され得る。有利なことに、ＣＮＣマシン９４の切断ブレード９６、又は他の切削ツールは
、平坦な形態でなければアクセス不可能となる、区分１１６のカスタム内側表面８２を形
成、切削、又はパターン化するために使用され得る。例えば、区分１１６が平坦な構成で
配置されるとき、顧客の後頭部の輪郭に沿ったヘルメットの部分など、届きにくい部位に
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おける区分１１６からの材料の除去が、従来的なＣＮＣ又は切削マシンにより可能となる
。従来的なＣＮＣマシンは、ＣＮＣマシンの切断部分は、切断ブレードの角度を厳密な垂
直位置から必要な角度を有する位置へと変更することができないため、顧客の後頭部の湾
曲部を剛性のヘルメット基部ユニットへと適合させるようにヘルメットを湾曲させること
ができない。区分１１６を実質的に平坦又は平面的な位置に配置することにより、区分１
１６への垂直なアクセスのみによって、カスタム内側表面８２のトポグラフィーを顧客頭
部３０の輪郭に適合するように形成することができる。したがって、カスタムフィットヘ
ルメット８１は、ＥＰＳ若しくはＥＰＰなどの剛性衝撃保護用材料、又ニトリルビニル（
ＶＮ）、ＶＮフォーム、若しくは他の好適なフォームなどの半剛性衝撃保護用材料、ある
いは同様の材料から形成される湾曲を含み得る。垂直ブレードを含むＣＮＣマシンによる
、材料の除去によってカスタム内側表面８２が完成した後に、区分１１６の平坦又は実質
的に平坦な配列がその後、例えば外側層１０８に挿入され、及びこれに連結されることに
よって、カスタムフィットヘルメット８１の一部として形成され得る。
【００８７】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、カスタムフィットヘルメット８１の追加的な代表的な実施形
態を示し、ここでユーザー頭部３０のちょうど頭頂部付近の上部内側部分以外の、ヘルメ
ットの部分がカスタマイズされる。例えば、顧客２０の額、鼻、耳、目、口、頬、顎、又
は首の１つ以上の位置及び形状に関するデータを収集し、特定のヘルメットがどのように
使用されるかを知ることにより、他のカスタマイズが行われ得る。例えば、顧客２０の顔
面又は頭部３０と接触し得る他のヘルメット構成要素は、顧客２０のいずれかの特徴の形
状、大きさ、又は輪郭と適合する表面又はトポグラフィーを含むように調節することがで
きる。加えて、顧客のＦＯＶは、ヘルメット内のフェースポート開口部、又は目開口部に
対する顧客の目の位置を最適化することにより増加させることができる。
【００８８】
　特に、図１０Ａはカスタムフィットフットボールヘルメット１２４を示し、図１０Ｂは
、カスタムフィットモーターサイクルヘルメット１２８を示す。カスタムフィットフット
ボールヘルメット１２４及びカスタムフィットモーターサイクルヘルメット１２８は、顧
客２０の顔の側部、頬、又は両方を囲む、サイドパネル又はフェースガードエリアなどの
ヘルメットの部分を含むため、カスタムパネルなどのヘルメット１２４及び１２８の部分
は、より快適であり、より適合し、かつ多くの場合においてより安全であるヘルメットの
ために、顧客３０の顔、頬、又は両方と適合するように形成され得る。例えば、バイキン
グにおいて、ヘルメットは、バイカーがツーリング、ステージ（staged）、又は競争位置
のいずれであるかによって、別様に着用される。バイクレースにおいて、ヘルメットは、
特定の顧客の目の位置に基づいて、ヘルメットが顧客の視界を妨げないようにして、顧客
がステージ又はレース位置にいることを可能にするように調節及び適合され得る。これに
関連し、顧客の首に適合するような形状の内側表面を含む、ホッケーヘルメットのカスタ
マイズされた首構成要素がまた、形成され得る。
【００８９】
　本開示は、図示及び記載される構成の正確な詳細、動作、正確な材料、又は実施形態に
限定されず、明らかな修正及び等価物が当業者には明白であることが理解され、例えば、
写真はデジタル画像であっても、紙ベースの写真であり、その後デジタルの形態へと走査
されてもよい。特定の実施形態が例示及び記載されるが、本開示の趣旨から大きく逸脱す
ることなく多くの修正が想到される。
【００９０】
　本明細書において使用するとき、コンピュータに関連するプロセス及びシステムの記載
に関連する、用語「構成要素」、「システム」などは、ハードウェア、ハードウェア及び
ソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアなどコンピュータ
に関するエンティティを指すことを意図される。例えば、構成要素は、プロセッサで実行
されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、インスタンス、実行ファイル、実行スレッ
ド、プログラム、コンピュータ、又はその組み合わせであり得るが、これらに限定されな
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い。例として、コンピュータで実行されるアプリケーション、及びコンピュータの両方が
構成要素であり得る。１つ以上の構成要素が、プロセス、実行スレッド、又は両方の内部
に存在してもよく、構成要素は１つのコンピュータに限定される、及び／又は２つ以上の
コンピュータの間で分配されてもよい。
【００９１】
　更に、コンピュータに関連するプロセス及びシステムの全部又は一部が、開示されるイ
ノベーションを実現するべくコンピュータを制御するために、ソフトウェア、ファームウ
ェア、ハードウェア、又はこれらのいずれかの組み合わせを生じるために、標準的なプロ
グラミング、及び／又は工学技術を使用して、方法、装置、又は製造物品として実施され
得る。用語「製造物品」とは、本明細書で使用するとき、いずれかのコンピュータ可読装
置、又はコンピュータ可読媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するこ
とを意図している。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気記憶装置（例えば、ハードデ
ィスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップなど）、光学ディスク（例え
ば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカ
ード、及びフラッシュメモリ装置（例えば、カードスティック、キードライブなど）を含
むが、これに限定されない。加えて、電子メールを送受信し、インターネット又はローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネットワークへのアクセスにおいて使用されるも
のなどの、コンピュータ可読電子データを実行するために、搬送波が利用され得ることが
理解されるべきである。当然、当業者は、請求される主題の範囲又は趣旨から逸脱するこ
となく、この構成に対する多くの修正を加え得ることを理解する。
【００９２】
　上記の実施例、実施形態、及び実現例は、例を示しているが、当業者であれば、他のヘ
ルメット及び製造装置、及び実施例が、提示される他のものと組み合わされるか、又は代
替され得ることを理解するべきである。上記がヘルメット及びカスタマイズ方法の特定の
実施形態を指す場合、その趣旨から逸脱することなく、多くの修正が成され得ること、こ
れらの実施形態及び実現例は他のヘルメットカスタマイズ技術にも同様に適用され得るこ
とが容易に明らかとなるはずである。したがって、開示される主題は、本開示の趣旨及び
範囲内である全てのそのような変更、修正、及びバリエーション、並びに当業者の知識を
包含することを意図する。
（項目１）
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法であって、
　第１位置において、長さ、幅、及び少なくとも１つの頭部輪郭を含む、顧客頭部の頭部
データを得る工程と、
　少なくとも１つのプロセッサにより、前記頭部データからの顧客の頭部長さ、幅、及び
頭部輪郭と適合するコンピュータ処理した三次元（３Ｄ）頭部模型を生成する工程と、
　前記３Ｄ頭部模型をヘルメット安全基準と比較する工程と、
　前記第１位置とは異なる第２位置において、前記３Ｄ頭部模型に基づいてカスタムフィ
ットヘルメットを形成する工程であって、前記カスタムフィットヘルメットは前記安全基
準を満たし、前記顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と適合するトポグラフ
ィーを含む内側表面を含む、工程とを含む、方法。
（項目２）
　前記顧客の頭部上に配置された変形可能な境界部材の画像を得ることにより、顧客頭部
の頭部データを得る工程であって、前記変形可能な境界部材の厚さは、前記カスタムフィ
ットヘルメット内に配置される詰め物層の厚さと近似している、工程を更に含む、項目１
に記載の方法。
（項目３）
　光学センサー、カメラ、又はレーザーを使用することにより前記画像を得る工程を更に
含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　測定点を含む前記変形可能な境界部材の画像を得る工程を更に含む、項目２に記載の方
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法。
（項目５）
　既知の大きさのマーカーを含む画像を得る工程を更に含む、項目２に記載の方法。
（項目６）
　前記頭部データを得る工程は、前記顧客頭部に隣接するように位置付けられた非接触セ
ンサーを使用して前記頭部データを収集する工程を含む、項目１に記載の方法。
（項目７）
　少なくとも前記顧客の最新の頭部長さ及び最新の頭部幅を測定することによって、少な
くとも６ヶ月後に顧客の頭部データを更新する工程を更に含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記顧客頭部の写真画像を捕捉することによって前記第１位置において前記頭部データ
を得る工程であって、前記第１位置は顧客の家である、工程と、
　前記顧客頭部の前記捕捉された写真画像を、前記顧客の家から、前記顧客の家と離れた
場所に位置する少なくとも１つのプロセッサに送信する工程とを更に含む、項目１に記載
の方法。
（項目９）
　前記顧客頭部の写真画像を捕捉することによって前記第１位置において前記頭部データ
を得る工程であって、前記第１位置は店である、工程と、
　前記顧客頭部の前記捕捉された写真画像を、前記店から前記店と離れた場所に位置する
少なくとも１つのプロセッサに送信する工程とを更に含む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と比例する表面トポグラフィーを
含む、前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程を更に含む、項目
１に記載の方法。
（項目１１）
　前記頭部データからグラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ頭部模型を生成する
工程と、
　グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準として前記ヘルメット安全基準を提供する
工程と、
　前記グラフィックによる３Ｄ頭部模型を前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基
準内に位置付けることによって、前記３Ｄ頭部模型を前記ヘルメット安全基準と比較し、
前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状を決定する工程とを更
に含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　既定の表面を含む、前記ヘルメット安全基準を提供する工程を更に含む、項目１１に記
載の方法。
（項目１３）
　試験ラインを含む、前記ヘルメット安全基準を提供する工程を更に含む、項目１２に記
載の方法。
（項目１４）
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状とは異なる大きさ及
び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットを選択する工程と、
　コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用して、前記ヘルメット基部ユニットから
延伸ポリスチレン（ＥＰＳ）を除去することによって前記カスタムフィットヘルメットの
前記内側表面を形成する工程とを更に含む、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　加法プロセスによって前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程
を更に含む、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　複数の連続的な部品、又は複数の別個の部品を含むライナーをヘルメット基部ユニット
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内に挿入することによって、前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する
工程を更に含む、項目１に記載の方法。
（項目１７）
　実質的に平坦な部品の配列として前記ライナーを形成する工程と、
　前記コンピュータ処理した頭部模型を反映するように、前記実質的に平坦な部品の配列
の表面を調節する工程とを更に含む、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法であって、
　顧客頭部の頭部データを得る工程と、
　前記頭部データをヘルメット安全基準と比較する工程と、
　前記安全基準を満たし、前記顧客頭部の前記頭部データと適合するトポグラフィーを含
む内側表面を含む、カスタムフィットヘルメットを形成する工程とを含む、方法。
（項目１９）
　前記顧客頭部の頭部データを得る工程が、前記顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１
つの頭部輪郭を得る工程を含む、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　前記頭部データからグラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ頭部模型を生成する
工程と、
　グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準として前記ヘルメット安全基準を提供する
工程と、
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状を決定するために、
前記グラフィックによる３Ｄ頭部模型を前記ヘルメット安全基準内に位置付けることによ
って、前記３Ｄ頭部模型を前記ヘルメット安全基準と比較する工程とを更に含む、項目１
８に記載の方法。
（項目２１）
　前記ヘルメット安全基準は、既定の表面を含む、グラフィックによる３Ｄヘルメット安
全基準である、項目１８に記載の方法。
（項目２２）
　前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準が試験ラインを含む、項目２１に記載
の方法。
（項目２３）
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状とは異なる大きさ及
び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットを選択する工程と、
　コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用して、前記ヘルメット基部ユニットから
延伸ポリスチレン（ＥＰＳ）を除去することによって前記カスタムフィットヘルメットの
前記内側表面を形成する工程とを更に含む、項目１８に記載の方法。
（項目２４）
　第１保護材料及び前記第１保護材料に隣接するように配置された第２保護材料を含む、
前記ヘルメット基部ユニットを形成する工程であって、前記第２保護材料は、前記第１保
護材料よりも容易に除去される、工程と、
　前記第２保護材料の一部を除去することにより前記カスタムフィットヘルメットを形成
する工程とを更に含む、項目２３に記載の方法。
（項目２５）
　形成中に前記カスタムフィットヘルメットを安定化させるために治具と接続するように
構成されたポストを含む、前記カスタムフィットヘルメットを形成する工程を更に含む、
項目１８に記載の方法。
（項目２６）
　加法プロセスによって前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程
を更に含む、項目１８に記載の方法。
（項目２７）
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　カスタムフィットライナーを一般的なヘルメット内に挿入することによって前記カスタ
ムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程を更に含む、項目１８に記載の方法
。
（項目２８）
　前記顧客の頭部上に配置された変形可能な境界部材の画像を得ることにより、前記顧客
頭部の頭部データを得る工程であって、前記変形可能な境界層の厚さは、前記カスタムフ
ィットヘルメット内に配置される詰め物層の厚さと対応している、工程を更に含む、項目
１８に記載の方法。
（項目２９）
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法であって、
　家又は店で顧客頭部の頭部データを得る工程と、
　家又は小売店から離れた場所において、前記顧客頭部の前記頭部データに適合するトポ
グラフィーを含む内側表面を含む、カスタムフィットヘルメットを形成する工程とを含む
、方法。
（項目３０）
　前記顧客の頭部上に配置された変形可能な境界部材の画像を得ることにより、前記顧客
頭部の頭部データを得る工程であって、前記画像は既知の大きさのマーカーを含む、工程
を更に含む、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記頭部データからグラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ頭部模型を生成する
工程と、
　グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準としてヘルメット安全基準を提供する工程
と、
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状を決定するために、
前記グラフィックによる３Ｄ頭部模型を前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準
内に位置付けることによって、前記３Ｄ頭部模型を前記グラフィックによる３Ｄヘルメッ
ト安全基準と比較する工程とを更に含む、項目２９に記載の方法。
（項目３２）
　前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準が既定の表面を含む、項目３１に記載
の方法。
（項目３３）
　前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準が試験ラインを更に含む、項目３２に
記載の方法。
（項目３４）
　頭部データを得る工程が、二次元（２Ｄ）測定に基づき、前記顧客頭部の長さ及び幅を
得る工程を更に含む、項目２９に記載の方法。
（項目３５）
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状とは異なる大きさ及
び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットを選択する工程と、
　コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用して、前記ヘルメット基部ユニットから
延伸ポリスチレン（ＥＰＳ）を除去することによって前記カスタムフィットヘルメットの
前記内側表面を形成する工程とを更に含む、項目２９に記載の方法。
（項目３６）
　前記顧客の視界（ＦＯＶ）を最適化するため、前記グラフィックによる３Ｄ頭部模型を
前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準内に位置付ける工程を更に含む、項目２
９に記載の方法。
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